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 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  平成３０年５月３１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

津市規則第３５号 

   津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「その６」を「その７」に改める。 

 第１１条ただし書中「医療機関等」を「保険医療機関」に改める。 

 第１２条第１項中「医療機関等」を「保険医療機関」に改め、同条第５項を

同条第６項とし、同条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び第２項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、条例第９条の２第２項に規定する受給資格者

が同項に規定する保険医療機関において条例第７条の規定により受給資格証

を提示して医療に関する給付を受けた場合において、当該保険医療機関から

提出される当該受給資格者への医療に関する給付に係る診療報酬明細書等に

基づき、市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会又は

社会保険診療報酬支払基金三重支部が当該医療に関する給付に要した費用そ

の他助成額の算定に必要な事項を市長に通知し、市長がこれによることが適

当と認めるときは、当該通知をもって助成申請があったものとみなす。 

 第３号様式その１（裏）中「医療取扱機関等」を「保険医療機関」に、「提

出」を「提示」に、「有効期間を経過した」を「受給資格を喪失した」に改め

る。 

 第３号様式その２（裏）中「医療取扱機関等」を「保険医療機関」に、「有

効期間を経過した」を「受給資格を喪失した」に改める。 

第３号様式その３（裏）、第３号様式その４（裏）及び第３号様式その５ 

（裏）中「医療取扱機関等」を「保険医療機関」に、「提出」を「提示」に、 

「有効期間を経過した」を「受給資格を喪失した」に改める。 

 第３号様式その６（表）中「医療機関名」を「保険医療機関名」に改め、同



様式（裏）中「医療取扱機関等」を「保険医療機関」に、「提出」を「提示」

に、「有効期間を経過した」を「受給資格を喪失した」に改め、同様式に次の

１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式その７（第５条関係） 

（表） 

  

（裏） 
    

 

 

現物給付 津市内対応医療機関のみ有効 

津市福祉医療費受給資格証（現物給付） 

 

  

注   意   事   項 

１ この証は、現物給付方式（医療費を窓口負担せずに助成を受ける

方式をいいます。）で医療費の助成を受けることができる証ですか

ら大切に保管してください。 

２ この証は、診療等を受けるときに、医療保険証と一緒に保険医療

機関の窓口に提示してください。 

３ この証を提示せずに保険医療機関で診療等を受けた場合は、当該

保険医療機関の窓口で医療費を支払い、後日この証を当該保険医療

機関の窓口に提示してください。その場合は、償還払方式（医療費

を窓口負担し、後日指定する口座に振り込む方法により助成を受け

る方式をいいます。）で助成します。 

４ 国民健康保険に加入している方については、入院に係る医療費

は、当該国民健康保険の保険者から発行された限度額適用認定証を

提示した場合にのみ現物給付方式で助成します。 

５ 他の公費負担制度の証を持っている場合は、この証とともに必ず

保険医療機関の窓口へ提示してください。 

６ 保険給付の対象にならない医療費や入院時の食事療養費標準負担

額は、助成の対象となりません。 

７ 次の場合は、津市に医療費を返還していただきます。 

   医療保険から高額療養費等が支給された場合 

   資格喪失後にこの証を使用した場合 

８ 受給資格を喪失したときは、速やかに津市に返してください。 

９ 市内の保険医療機関であっても、現物給付に対応していない場合

がありますので、受診の前に当該保険医療機関に確認してくださ

い。 

 

公 費 負 担 者 番 号   

受 給 資 格 証 番 号  

受

給

資

格

者 

住 所 
 

 

フ リ ガ ナ   性別 

氏 名     

生 年 月 日 年  月  日    

有 効 期 間 
年  月  日 から 

年  月  日 まで 

年  月  日 

     三重県 

津市長         印   

  

津 市 
市内のみ 

有 効 



 第７号様式、第８号様式その１及び第８号様式その２中「医療機関等」を 

「保険医療機関」に改める。 

 第９号様式中「医療機関名・診療科名」を「保険医療機関名・診療科名」に

改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３０年９月１日から施行する。 

２ 改正後の津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、この規

則の施行の日以後に行われる診療に係る福祉医療費の助成について適用し、

同日前に行われた診療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例に

よる。 

 



津市告示第１１５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年津市告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事項に

係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年５月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  小川園自治会 

  三重県津市栗真小川町８６９番地９５ 

  代表者 豊田 昇 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
小林 貞信 

三重県津市栗真小川町８６９番地５０ 

変更後 
豊田 昇 

三重県津市栗真小川町８６９番地１１０ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年４月１４日の定期総会において改

選され、同日から就任したため。 



津市告示第１１６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２９年津市告示第８４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３０年５月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  西睦合自治会 

  三重県津市大里睦合町９３８番地 

  代表者 小野 昇 

２ 変更に係る事項 

   代表者の氏名及び住所 

変更前 
小野 昇 

三重県津市大里睦合町９３８番地 

変更後 
淺野 和紀 

三重県津市大里睦合町５３５番地２ 

   主たる事務所の所在地 

変更前 三重県津市大里睦合町９３８番地 

変更後 三重県津市大里睦合町５３５番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び事務所の所在地の変更が、平成３０年３月１

８日の定期総会において承認され、同年４月１日から変更することとなった

ため。 



津市告示第１１７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年津市告示第５４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３０年５月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  小舟自治会 

  三重県津市小舟５０２番地 

  代表者 田中 秀宜 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
本多 周良 

三重県津市小舟１５番地 

変更後 
田中 秀宜 

三重県津市小舟４１９番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年１月２８日の定期総会において改

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１１８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２３年津市告示第２２６号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  広永自治会 

  三重県津市分部２９６５番地 

  代表者 上杉 稔 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
上杉 茂郎 

三重県津市分部４１５番地 

変更後 
上杉 稔 

三重県津市分部４１４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年２月２５日の通常総会において改

選され、同年４月１日から就任することになったため。 

 



  

津市告示第１１９号  

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。      

平成３０年５月１７日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

     

記  

国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

１０３３１１ 平成２９年１０月１日  平成３０年４月１６日  

４０９１８５ 平成２９年１０月１日  平成３０年４月１１日  

７１７２３８５ 平成２９年１０月１日  平成３０年４月１２日  

８１０６０７５ 平成２９年１０月１日  平成３０年４月１３日  

 



津市告示第１２０号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成３０年５月１７日 

 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 事業計画が定められた年月日 

  平成３０年４月１日 

２ 調査を行う者の名称 

  津市 

３ 調査地域 

  雲出①及び外山 

４ 調査期間 

 告示の日から平成３１年３月３１日まで 

 



津市告示第１２１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年一志町告示第２０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  高野区 

  三重県津市一志町高野１１７０番地５ 

  代表者 野末 孝行 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
大市 正志 

三重県津市一志町高野１０８５番地２ 

変更後 
野末 孝行 

三重県津市一志町高野１１０５番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年４月２９日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１２２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第１５８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  井生区 

  三重県津市一志町井生２６９１番地 

  代表者 青木 一己 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
松田 公孝 

三重県津市一志町井生２６８１番地 

変更後 
青木 一己 

三重県津市一志町井生１５５３番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年４月１５日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１２３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  井上区自治会 

  三重県津市安濃町川西１４４６番地 

  代表者 中根 和夫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
伊東 弘文 

三重県津市安濃町川西１３５０番地１ 

変更後 
中根 和夫 

三重県津市安濃町川西１４７６番地３ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１８日の定期総会において改

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１２４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第８３号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  戸島区自治会 

  三重県津市安濃町大塚字向山４８４番地２ 

  代表者 鈴木 惣八 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
中川 勝也 

三重県津市安濃町戸島７４２番地 

変更後 
鈴木 惣八 

三重県津市安濃町戸島１０３２番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１１日の定期総会において選

任され、同月１５日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第１２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第３３号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  村主区自治会 

  三重県津市安濃町川西１１６６番地 

  代表者 村主 良一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
中津 進 

三重県津市安濃町川西１０５３番地 

変更後 
村主 良一 

三重県津市安濃町川西１０８８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１８日の定期総会において改

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１２６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２１年津市告示第６６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  大塚区自治会 

  三重県津市安濃町大塚５３９番地９ 

  代表者 倉田 重生 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
倉田 雅好 

三重県津市安濃町大塚５４１番地２ 

変更後 
倉田 重生 

三重県津市安濃町大塚５１９番地 

３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、平成３０年２月２５日の定期総会において改 

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１２７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第５２５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  岡南区自治会 

  三重県津市安濃町川西４２番地 

  代表者 眞柄 欽一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
眞柄 正裕 

三重県津市安濃町川西２６５番地 

変更後 
眞柄 欽一 

三重県津市安濃町川西３８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１８日の定期総会において改

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１２８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  曽根区自治会 

  三重県津市安濃町曽根６０９番地２ 

  代表者 伊藤 一夫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
木下 勉 

三重県津市安濃町曽根２４０番地１ 

変更後 
伊藤 一夫 

三重県津市安濃町曽根６５８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１１日の定期総会において改 

選され、同月１６日から就任したため。 



津市告示第１２９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２６年津市告示第５１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３０年５月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  安部区自治会 

  三重県津市安濃町安部４０９番地１ 

  代表者 前田 茂 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
落合 哲 

三重県津市安濃町安部５２４番地 

変更後 
前田 茂 

三重県津市安濃町安部４４９番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月２５日の定期総会において改 

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１３０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年津市告示第１０４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

安東町鹿毛自治会 

三重県津市安東町１９４６番地 

代表者 佐  武  

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
加藤 博 

三重県津市安東町１８４１番地１ 

変更後 
佐  武  

三重県津市安東町１７９６番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１１日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１３１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第３５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

安東町跡部自治会 

三重県津市安東町７７３番地 

代表者 奥山 修 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
長谷川 明則 

三重県津市安東町７３９番地３ 

変更後 
奥山 修 

三重県津市安東町１３４４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月４日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１３２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年一志町告示第１４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  野田一自治会 

  三重県津市一志町高野５０番地２ 

  代表者 川井 篤 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
田中 一也 

三重県津市一志町高野３６番地１９ 

変更後 
川井 篤 

三重県津市一志町高野８３番地１１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年４月８日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第１７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  前田区自治会 

  三重県津市安濃町中川１５９９番地 

  代表者 前田 節生 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
伊嶋 三男 

三重県津市安濃町中川３３３番地 

変更後 
前田 節生 

三重県津市安濃町中川２８５番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年４月８日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１３４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年安濃町告示第２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  安濃区自治会 

  三重県津市安濃町安濃１４２７番地２ 

  代表者 後久 行輝 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
小林 清 

三重県津市安濃町安濃１１１２番地 

変更後 
後久 行輝 

三重県津市安濃町安濃１３０１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年２月２５日の定期総会において選

任され、同年３月５日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第１３５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第４９１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

 平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 届出者 

  岩原区自治会 

  三重県津市芸濃町椋本３９３７番地１ 

  代表者 岩間 理 

２ 変更に係る事項   

  代表者の氏名及び住所   

変更前 
杣田 陽介 

三重県津市芸濃町椋本３４３５番地５２ 

変更後 
岩間 理 

三重県津市芸濃町椋本３９５２番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１８日の定期総会において選

任され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第１３６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年芸濃町告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成３０年５月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 届出者 

  林町自治会 

  三重県津市芸濃町林１６３番地６ 

  代表者 竹尾 正幸 

２ 変更に係る事項   

  代表者の氏名及び住所   

変更前 
桒原 末廣 

三重県津市芸濃町林５０番地１ 

変更後 
竹尾 正幸 

三重県津市芸濃町林２０９番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、平成３０年４月２２日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１３７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項に基づき撤去し、保管している自転車について、同条例第１６

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成３０年５月２１日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ５月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成３０年 ５月 ２日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ５月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 ５月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 ５月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ５月１５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ５月１５日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１３８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年美杉村告示第９９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成３０年５月２２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  中津自治会 

  三重県津市美杉町下之川５０６０番地 

  代表者 池田 柘男 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
横山 祐藏 

三重県津市美杉町下之川４４０８番地 

変更後 
池田 柘男 

三重県津市美杉町下之川５０５１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年３月２６日の定期総会において改

選され、同年４月１日から就任したため。 



津市告示第１３９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年５月２２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 名称 

  中山自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

  回覧板の回付等区域内の住民相互に連絡 

  美化・清掃等区域内の環境の整備 

  集会施設の維持管理 

  その他本会の目的を達成に必要なこと 

３ 区域 

  本会の区域は、津市高茶屋小森町字中山全域、字若林全域、字焼野１１０

５番地２から１１５０番地１４まで、字四ツ野１３９０番地１、字四ツ野１

４５１番地２６、字四ツ野１４５１番地３３、字四ツ野１４５１番地３４、

字四ツ野１４９３番地１から１５１１番地３まで、字四ツ野１５２５番地５

から１５２５番地１４まで、字四ツ野１５２７番地、字四ツ野１５６６番地

２から１５７３番地までの区域とする。（ただし、字四ツ野１５６６番地１

０を除く。） 

４ 主たる事務所 

本会の主たる事務所は、津市高茶屋小森町１６２３番地６６中山集会所に

置く。 

５ 代表者の氏名及び住所 

  西村 淳 

  三重県津市高茶屋小森町１５８０番地３６ 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

 無 

  なし 



７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号  

の規定により解散する。 

９ 認可年月日 

  平成３０年５月１７日 



津市告示第１４０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第６３号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  中ノ村自治会 

  三重県津市白山町中ノ村１１５番地 

  代表者 谷 啓司 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
長谷川 好 

三重県津市白山町中ノ村２６８番地 

変更後 
谷 啓司 

三重県津市白山町中ノ村１９１番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、平成３０年３月１７日の臨時総会において改

選されたため。 



津市告示第１４１号 

計量器の定期検査を次のとおり実施するので、計量法（平成４年法律第５１

号）第２１条第２項の規定に基づき告示する。 

  平成３０年５月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 定期検査の対象となる計量器 

  質量計のうち、計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第２条第２号に

定める非自動はかり、分銅及びおもり 

２ 検査日時及び場所 

検査日 曜日 検査時間 検査場所 

平成３０年

８月２１日 
火 午前１０時から正午まで 津市河芸庁舎 

平成３０年

８月２２日 
水 午前１０時から正午まで 津市芸濃庁舎 

平成３０年

８月２３日 
木 午前１０時から正午まで 津市美里庁舎 

平成３０年

８月２４日 
金 午前１０時から正午まで 津市安濃庁舎 

平成３０年

８月２８日 
火 午前１０時から正午まで 津市白塚市民センター 

平成３０年

８月２９日 
水 午後１時から午後２時まで 

津市計量検査所 

（津市本庁舎敷地内） 

平成３０年

８月３０日 
木 午前１０時から正午まで 

津市計量検査所 

（津市本庁舎敷地内） 

３ 検査対象地域 

津地域（北立誠地区、南立誠地区、敬和地区、養正地区、新町地区、白塚

地区、栗真地区、一身田地区、安東地区、櫛形地区、片田地区、神戸地区、

大里地区及び高野尾地区）、河芸地域、芸濃地域、美里地域及び安濃地域 



津市告示第１４２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第４７号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３０年５月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  虹が丘連合自治会 

  三重県津市一志町虹が丘５番地７ 

  代表者 浅井 浩樹 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
坂倉 孝 

三重県津市一志町虹が丘２８番地１ 

変更後 
浅井 浩樹 

三重県津市一志町虹が丘３８番地５ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３０年４月２９日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１４３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年津市告示第２６１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成３０年５月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 届出者 

  江戸橋一丁目北自治会 

  三重県津市江戸橋一丁目１０番地３１ 

  代表者 奥川 博基 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
西村 泰德 

三重県津市江戸橋一丁目１０番地３６ 

変更後 
奥川 博基 

三重県津市江戸橋一丁目１０番地３１ 

  事務所の所在地 

変更前 三重県津市江戸橋一丁目１番地２２ 

変更後 三重県津市江戸橋一丁目１０番地３１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者及び事務所の所在地の変更が、平成３０年３月３

１日の定期総会において承認され、同年４月１日から変更したため。 



津市告示第１４４号 

 平成３０年第２回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成３０年５月２５日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 招集の日 

  平成３０年６月１日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

 



津市告示第１４５号 

 行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定によ

り、行旅死亡人を告示する。 

  平成３０年５月２９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 氏名 

  寺地 幹英 

２ 年齢及び性別 

  ６３歳、男性 

３ 現住所 

  津市末広町３１番２０号 Surplus Green Field １０１号室 

４ 本籍地 

  不詳 

５ 発見した日時及び場所 

  平成２９年１１月１２日午後７時３５分、知人が、久しぶりに死者に会う

ため死者のアパートを訪れたところ、玄関ドアが無施錠であったことから、

ドアを開け室内を見たところ、死者の足が見えて異臭がしたことから１１０

番通報したもので、臨場した警察官により死者の死亡を確認したもの。 

７ 死亡年月日及び死因 

  平成２９年１０月中旬ころ 

  不詳の病死 

８ その他参考事項 

  津警察署の調べにおいて、身元が明らかにならなかったため、平成２９年

１１月１６日津警察署より遺体の引渡しを受け、同月１７日午前１０時１５

分津市斎場にて火葬 

遺骨は津市健康福祉部援護課に保管 



津市公告第７１号                                           

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号。以下「条例」といいます。）第４条第１項の規定に

より次のとおり公募します。 

  平成３０年５月１６日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 入居資格 

市営住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を全て備える者と

します。 

 ⑴ 本市の区域内に住所を有する者若しくは住所を移転し、かつ、定住する

意思を有する者又は本市の区域内に勤務場所を有する者若しくは勤務場所

を有することとなることが確実な者であること。 

⑵ 同居しようとする者があるときは、その者が親族（婚姻の届出をしない 

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。） 

であること。 

⑶ 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると 

認められる者でないこと。 

 ⑷ 入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入である者 

  ア １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円以下） 

   裁量階層世帯とは、次の要件のいずれかに該当する世帯をいいます。 

   (ア) 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が次

に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度の者がある世帯 

    ａ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級 

までのいずれかに該当する程度 

ｂ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６ 

条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当する程度 

ｃ 知的障害 ｂに規定する精神障害に該当する程度 

 (イ) 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６

０歳以上又は１８歳未満の者のみである世帯 

 (ウ) 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦



傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体

上の障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症ま

で又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がいる世帯 

 (エ) 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者があ

る世帯 

 (オ) 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等が

ある世帯 

 (カ) 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯 

 (キ) 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯 

イ 収入については、申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税

法（昭和４０年法律第３３号）の例に準じて算出した所得金額の合計か

ら次に掲げる額を控除した額を１２で除した額とします。 

 (ア) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円 

 (イ) 同一生計配偶者で７０歳以上の者又は老人扶養親族１人につき１０

万円 

 (ウ) 特定扶養親族１人につき２５万円 

 (エ) 申込者又は(ｱ)に規定する者に障害者がある場合には、障害者１人に

つき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円） 

 (オ) 申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額） 

⑸ 現に住宅に困窮していることが明らかな者 

⑹ 市町村税等を滞納していない者 

⑺ 申込者又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員でないこと。 

⑻ 条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法 

⑴ 受付期間及び受付時間 



   平成３０年６月４日（月）から同月７日（木）までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとします。 

 ⑵ 申込方法 

入居申込みは、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次のアから

クまでの書類を添付の上、建設部市営住宅課（津市役所本庁舎６階）又は

市営住宅課久居分室（ポルタひさい南館１階）に申込者又は事情の分かる

家族の者が提出してください。 

  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書。た

だし、津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例（平成２７年津市条例第４０号）第４条第２項又は第３項の規定に

より当該書類と同一の内容を含む特定個人情報（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。）を利用す

ることができるときは、当該書類の提出に代えることができます。 

  イ 申込者、同居予定者全員の住民票の写し 

  ウ 市町村税の完納証明書 

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙） 

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書 

  カ 心身障害者については手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手 

帳、療育手帳）、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 

又は社会福祉事務所長の証明書 

  キ その他必要な書類 

３ 優先入居住宅への申込み 

  次の各号に掲げる者は、条例第１０条第３項に定める優先入居住宅の募集

がある場合、申込みを行うことができます。 

⑴ 条例第５条各号に該当する者 

⑵ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第

１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない

男子で２０歳に満たない児童と同居し、扶養している者 

⑶ 申込者又は同居予定者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起

算して５年を経過していない者 

⑷ 永住帰国を希望する中国残留邦人等 



⑸ 申込者が６０歳以上の者であり、同居予定者のいずれもが６０歳以上又

は１８歳未満の者 

⑹ １８歳未満の子が３人以上いる者 

⑺ 申込者又は同居予定者が心身障害者（身体障害者手帳１～４級、精神障

害者保健福祉手帳１～２級、療育手帳Ａ１（最重度）～Ｂ１（中度）の交

付を受けた者） 

 ⑻ 申込者又は同居予定者が戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病 

者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程

度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同表第１号

表ノ３の第１款症である者 

４ 住宅入居申込書の配付 

住宅入居申込書は、平成３０年５月１６日（水）から同年６月７日（木）

までの午前８時３０分から午後５時１５分までに、建設部市営住宅課及び市

営住宅課久居分室で配付します。ただし、土曜日及び日曜日は除きます。 

５ 選考及び抽選 

提出された申込書及び実情調査をもとに、入居資格要件に適合する者（以

下「入居適格者」といいます。）を選考します。 

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公 

 開抽選実施要綱（平成１８年訓第１８２号）に基づき、公開抽選会を行い、 

 入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択します。

優先入居住宅のある抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居住宅の抽選を 

 行い、続いて一般住宅の抽選を入居適格者と先の優先入居住宅の落選者によ 

 り行います。 

  公開抽選会は、平成３０年６月２９日（金）の予定です。 

６ 募集住宅及び戸数 

 ⑴ Ａ区分住宅 

ア 白塚団地      ４戸（２戸） 

    津市白塚町５８番地３      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

   家賃  １４，９００円 ～ ３９，４００円 

イ 高洲町アパート   １戸 単身世帯可 

    津市高洲町２０番４号      鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

    家賃  ９，３００円 ～ １５，０００円 

ウ 大井アパート    １戸 単身世帯可 



    津市中河原１３４番地      鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

  家賃  １１，８００円 ～ ２５，０００円 

エ 藤方団地      ４戸（２戸） 

    津市藤方２９７番地       鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

家賃  １２，８００円 ～ ２９，７００円 

オ 相川団地      １戸 単身世帯可 

    津市久居相川町１９５７番地１       簡易耐火平屋建 ２Ｋ 

  家賃   ３，６００円 ～  ８，３００円 

カ 森団地       １戸 単身世帯可 

    津市森町２１３４番地          簡易耐火２階建 ２ＤＫ 

  家賃   ７，８００円 ～ １０，０００円 

キ 北口団地      １戸 

    津市久居北口町１０６５番地９  鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

  家賃  １３，７００円 ～ ３１，６００円 

ク 桃里団地Ａ棟    １戸 車椅子世帯用 

    津市戸木町２１９１番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

    家賃  １８，６００円 ～ ４２，７００円 

ケ 桃里団地Ａ棟    １戸 

    津市戸木町２１９１番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

    家賃  １８，６００円 ～ ４２，７００円 

コ 新沢田団地     １戸  

    津市一志町新沢田１５４番地        準耐火平屋建 ３ＤＫ 

  家賃  １０，６００円 ～ １７，１００円 

⑵ Ｂ区分住宅 

ア 阿漕アパート    １戸 単身世帯可 

津市柳山津興３１８番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

       家賃   ８，３００円 ～ １２，４００円 

イ 朝汐アパート    １戸 単身世帯可 

津市下弁財町津興８０２番地   鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

       家賃   ７，８００円 ～ １１，６００円 

ウ 西城山アパート   ２戸（１戸） 単身世帯可 

    津市城山三丁目１０番５－２０７号ほか 鉄筋コンクリート４階建  

２ＤＫ 



    家賃   ８，９００円 ～ １３，２００円 

エ 藤ヶ丘団地     １戸 

津市芸濃町中縄５２４番地１８      簡易耐火２階建 ４ＤＫ 

       家賃  １３，４００円 ～ ２０，０００円 

括弧内の戸数は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数です。 

家賃は、平成３０年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入等

に応じた家賃となります。 

  また、平成３１年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じた

家賃となります。 

７ 入居の時期 

  平成３０年８月上旬の予定です。 



津市公告第７２号 

 津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務について、次のとおりプ

ロポーザルを実施しますので、公告します。 

  平成３０年５月１６日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸    

  

別紙のとおり 

  



  
1 

 
  

津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

２０２１年度から本市の情報基盤となる津市基幹情報システム等（以下「基幹情報シス

テム等」という。）の更新を行うこととしており、更新にあたっては、更新に係る初期経

費及び運用経費（以下「更新費」という。）の削減効果及び自治体クラウドなど国の方向

性を考慮した上で、次の業務を行う必要がある。 

⑴  現在の基幹情報システム等の検証を行うとともに、地域情報プラットフォーム標準仕様

などとの比較検証を通じて、更新の方向性を定める基礎資料を取りまとめプラン案を作成

する。また、更新作業を効果的に進めるために関係職員の情報リテラシーを向上させる。 

⑵  上記の検証作業においては、各課のニーズと費用対効果を踏まえたシステム最適化を 

目指すとともに、基幹情報システム等に係る調達仕様書及びセキュリティポリシー更新

（案）を作成する。 

⑶  上記、調達仕様書に基づく基幹情報システム等の更新に係る事業者の選定及び基幹情報

システム等更新における進行管理、設計確認、データ移行の検証を行う。 

⑷ 上記、更新を目指す基幹情報システム等に関し、更新費の削減効果及びシステム最適化

の検証をするため、第三者による評価を行う。 

  ⑴から⑷までに掲げる、これら一連の業務を円滑に推進するためには、専門的な知識や

経験を持った事業者等の支援が必要不可欠であることから、基幹情報システム等の更新に

関わる最適化支援業務の委託をするものである。 

 

２ 業務概要 

項目 内  容 

業務名  津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務 

業務内容 
 『津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務仕様書』（以下

「仕様書」という。）参照 

契約期間  契約締結日から２０２１年３月３１日まで 

総提案上限額 

※各年度におけ

る委託料上限額 

金４７，１０８，０００円  （消費税及び地方消費税を含まない額） 

以下内訳、各年度の上限額 （消費税及び地方消費税を含まない額） 

   ２０１８年（平成３０年）度 １７，０１３，０００円 

   ２０１９年度        ２１，１１２，０００円 

   ２０２０年度         ８，９８３，０００円 

契約保証金 
 契約金額の１００分の１０以上。ただし、津市契約規則第２８条第１

項各号のいずれかに該当する場合は免除。 

 ※ただし、これらの上限額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示す

ためのものであることに留意すること。 

また、後述する「様式５ 見積シート」を提出する際は、上記各年度の提案上限額を超え

てはならない。各年度の提案上限額を超えた提案は無効とする。 

 ※消費税額は別途、各業務の確定金額となる日の法律を適用し、請求金額は税込の金額（１

円未満の端数は切り捨て）となる（年度途中で法律の改正があった場合は、その経過措置等
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を適用する）。 

 

３ 参加資格要件 

本事業の公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）に参加できる者は、以

下の条件を全て満たすものとします。 

⑴ 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争入札参加資格

者名簿に登載されていること。 

   又は、次に掲げる書類を提出していること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書(商号登記簿謄本) 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されていないことの証

明書 

エ 財務諸表（法人及び個人） 

オ 印鑑（登録）証明書 

カ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の完納を証明す

る書類 

キ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証明する書類 

ク 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない

証明書 

ケ 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない

証明書 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する一般競争入

札の参加者の資格を有していること。 

⑶ 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けてい

ないこと。 

⑷ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号

に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年

法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に
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基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年

法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づ

く整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再生法

に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされ

た者であっても再生計画又は更生計画が認可された者は除く。 

⑹ 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。 

⑺ 津市の締結する契約等から暴力団等排除措置要綱（平成２１年訓３４号）別表に該当

しないこと。 

⑻ 地方自治体（人口２０万人以上）又は中央省庁において下記の業務のいずれかを請け

負った実績を有すること。 

ア 業務・システム最適化計画の策定支援（最適化計画に基づくシステム設計・開発に

係る仕様書・提案依頼書の作成支援を含む。）業務 

イ 最適化ガイドラインやＩＴ調達最適化計画の策定支援業務 

ウ ＣＩＯ又はＣＩＯ補佐業務 

⑼ 本プロポーザル実施公告期間中において、本市から情報システム運用等に関して受注

を受けていないこと。 

 

４ 本プロポーザルの日程 

  本プロポーザルは、以下の日程で行います。 

項番 手続き等 日程 

１ 公告 平成３０年５月１８日（金） 

２ 実施要領等の配布 
平成３０年５月１８日（金） 

         ～５月２５日（金） 

３ 質問書の受付 

平成３０年５月１８日（金） 

         ～５月２５日（金） 

            午後３時まで 

４ 質問書の回答期限 平成３０年５月３０日（水）午前９時まで 

５ 参加申込書・宣誓書・業務担当

責任者届出書提出期限 

平成３０年５月３０日（水） 

            午後３時まで 

６ 提案書提出期限 
平成３０年６月１１日（月） 

            午後３時まで 

７ 第１次審査（書面審査） 平成３０年６月１２日（火）～１５日(金) 

８ 審査結果通知 平成３０年６月２０日（水）までに 

９ 
第２次審査 

（プレゼンテーション） 
平成３０年７月４日（水） 

１０ 審査結果通知 平成３０年７月１０日（火）までに 

１１ 契約締結に向けた協議 審査結果通知後すみやかに 

１２ 見積書提出～契約締結 協議後すみやかに 

１３ 結果公表 契約締結日から２日以内に 



  
4 

 
  

５ 本プロポーザルへの参加申込書等及び提案書の提出について 

⑴  本プロポーザルへの参加希望者は、次の書類を提出して下さい。 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 宣誓書（様式第２号） 

ウ 業務担当責任者届出書（様式第３号） 

  ※ 本プロポーザルにて、第２次審査において、最も多くの委員から最高評価点を得

た提案者は、契約の相手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）と

なります。契約締結に至った場合、業務担当責任者の交代については、やむを得

ない場合かつ発注者の承認を得た場合を除き、原則として認めません。 

エ 提案書（Ａ４判横、簡易製本、正本１部、副本３０部） 

    ※ 提案書の表紙には、「津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務提案書」

と記載するとともに、提案者名を記載し、提案者が押印して下さい。 

    ただし、提案者名の記載及び押印は正本のみとし、副本については、提案者名及

び押印の他、社標など提案者が類推できる一切の表示を行わないで下さい。 

提案者名又は提案者が類推される表示が認められた場合には失格となりますので 

ご注意下さい。 

※ 提案書は、日本語（適さない箇所除く）で表記し、本文の総ページ数（空白や指定様

式は含まない）１００ページ以内とします。 

また、提案書はＡ4版横書きとし、Ａ３は２ページとカウントします. 

  ※ 提案書については、参加申込書（様式第１号）、宣誓書（様式第２号）及び業務

担当責任者届出書（様式第３号）とは別に、ホッチキス等により書類が分離しな

いよう製本し、提案者名及び業務名を記載したまち付き封筒等に正副一式を入れ

て提出して下さい。 

オ 見積シート（様式第５号） 

※ 各年度別に、各項目に応じた経費の積算を行ってください。 

各年度における上限額（税抜）につきましては、別添実施要領の２ 業務概要に 

記載してあります。 

※ また、各年度における金額の小計、もしくは３ヵ年の合計金額が、実施要領に  

記載してある提案上限額を超えた場合は失格となりますのでご注意ください。 

   カ 参加辞退届（様式第７号） 

※ 参加申込書等の提出の後、本プロポーザルへの参加を取りやめる場合に提出して 

ください。既にご提出いただいた書類につきましては返却しません。 

キ 提案書提出要件審査項目、及び第１次・２次審査項目・審査基準（様式第８号） 

※ 様式第８号の右欄（提案書の該当ページ）に各審査事項の内容について、提案書 

の何ページに記載されているか記入して提出してください。 

⑵ 参加申込書等の提出に関する提出期間、提出方法及び提出場所 

  ア 提出期間  

平成３０年５月１８日（金）から同月３０日（水）午後３時００分まで（必着） 

ただし、提案書及び提案書提出要件審査項目、及び第１次・２次審査項目・審査 

基準（様式第８号）については、平成３０年６月１１日（月）午後３時００分まで
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（必着）とする。 

イ 提出方法    

持参又は郵送による 

なお、郵送により提出する場合は、電話等により到着確認を行って下さい。 

ウ 提出場所    

〒514-8611 三重県津市西丸之内２３番１号 

津市総務部情報企画課（津市本庁舎２階） 

電話番号：059-229-3118 

⑶ その他留意事項 

ア 参加申込書等の提出に要する一切の費用は、全て提案者の負担とします。 

イ 上記提出期間内に参加申込書等を提出しない者は本プロポーザルに参加できません。 

ウ 提出された参加申込書等の差し替え、再提出は認めません。 

エ 提出された参加申込書等は、一切返却しないものとします。 

オ 参加申込書等受付時において、受付する職員は、その内容物について一切の点検を行

いません。各指示事項に不備がある場合には不採用となりますのでご注意下さい。 

カ 参加申込等の受付時に、受理番号を記載した提案書等受理票（様式第４号）をお渡し

します。受理番号は、以後の審査において使用する場合がありますのでご留意下さい。 

  郵送によるの場合は、提案書等受理票（様式第４号）を郵送させていただきます。 

キ 参加申込書等は、選定作業の過程で複製を行う場合があります。提案者は参加申込書

等の複製に同意したものとみなします。 

 

６ 提案書記載項目（以下の項目に従って作成すること。） 

提案書に記載する項目は次のとおりです。なお、提案に対する評価項目は下記のとおり

であり、これらの項目に漏れがある場合は評価に影響がありますのでご注意下さい。 

 

提案書記載項目 

１．本事業の実施体制    

※運営方針、実施体制などについて提案すること、既存システムの運用状況の理解 

 １．１．会社概要（提案者名は伏せてください）及び実施体制 

  １．１．１．提案者業務実績（人口２０万以上の自治体及び中央省庁） 

  １．１．２.本市及び他自治体の基幹情報システム等の運用状況の理解（前回の更新の資料参照） 

  １．１．３．基幹情報システムの更新支援実績の成果（詳細）について 

※更新支援を行ったシステムの実績（年月、自治体名、人口、職員数、システム区分、稼動済・未・成

果）を記載すること 

  １．１．４．業務遂行体制 

  １．１．５．業務担当責任者の経歴及び業務実績 

２．提案コンセプト 

※本事業に関する提案書の理解、本システムの目的の実現方法 

 ２．１．目的の理解度 
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 ２．２．取組方針 

３．業務内容 

※基幹情報システム等の運用経費の削減など、解決すべき課題 

 ３．１．基幹情報システム等の運用経費の削減及び課題解決に向けた取組 

  ３．１．１．全国的なテーマの実現に向けた具体的手法 

  ３．１．２．テーマを実現するために解決すべきこと  

 ３．２．ワーキンググループ構成案 

 ３．３．各ワーキンググループ（業務別）の企画運営（貢献できる具体的なアピールポイント含む） 

  ３．３．１．本市で解決すべき課題となること 

  ３．３．２．課題を解決するための具体的手法 

  ３．３．３．解決できた場合のメリットとデメリット 

  ３．３．４．特定個人情報保護評価（PIA）について 

 ３．４．スケジュール（案）について 

  ３．４．１．基幹情報システム等の更新スケジュールについて（前回の更新の資料参照） 

  ３．４．２．基幹情報システム等の更新・移行検証の進行管理 

４．基幹情報システム等のシステム更新と業務の継続性 

 ４．１．システム毎の理想的な更新スケジュール 

 ４．２．システムを操作する職員への研修 

 ４．３．システム更新における業務の継続性   （前回の更新の資料及び津市ＢＣＰ参照） 

５．費用 

※本事業全体の見積を「様式 5 見積シート」に記入すること。（消費税率の変更迄も表記） 

※提案の中で別途経費となる場合は必ずその旨明記すること。 

６．その他 

※その他、追加提案があれば記載すること。 

 ６．１．その他提案事項 

 

７ 本プロポーザルに関する質問受付について 

本プロポーザルに関する質問受付方法及び回答方法は次のとおりとします。 

⑴  受付方法について 

ア 受付期間   平成３０年５月１８日(金)から５月２５日(金)午後３時まで 

イ 質問方法   質問書（様式第６号）に質問事項を記入し、下記の電子メールアドレ

スに質問書データを送信して下さい。なお、受信確認のため必ず電話連

絡を行って下さい。 

         ○電子メールアドレス   ： 229-3118@city.tsu.lg.jp 

         ○電話番号（情報企画課） ： 059-229-3118 

⑵ 回答方法について 

ア 回答日時   平成３０年５月３０日(水) 午前９時までに 

イ 回答方法   津市ホームページ（http://www.info.city.tsu.mie.jp/）内、本プロ
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ポーザル記事内にて回答いたします。 

ウ 注意事項   受付期間外の質問及び指定方法以外の質問については一切受け付けま

せん。 

 

８ 提案の審査方法等について 

⑴  審査方法 

    第１次審査委員会及び第２次審査委員会において、様式第８号にある「審査事項」、

「審査基準」の内容、及び価格点に沿って審査を行います。 

   第１次審査委員会における審査では、要求事項への充足度評価及び価格評価を行い、第

１次審査委員毎の評価において、最も多くの委員から最高評価点を得た提案者（なお、同

数の場合は得た合計評価点の高い者）上位３者を第１次審査通過者として選定し、第２次

審査を行います。 

   第２次審査委員会では、プレゼンテーション及び質疑応答による評価を行い、第２次審

査委員毎の評価において、最も多くの委員から最高評価点を得た提案者（なお、同数の場

合は得た合計評価点の高い者）を、契約の相手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」

という。）として選定します。 

  ア 第１次審査 

①  要求事項への充足度評価（相対評価、７５０点満点） 

      要求事項への充足度を提案書により評価します。 

②  価格点＝２５０点×（１－見積額（消費税及び地方消費税抜きの金額）／提案上限

額）として評価します。 

     なお、各年度の提案上限額を上回る見積額を提示された場合には失格となります 

のでご注意下さい。 

 イ 第２次審査 

①  プレゼンテーション及び質疑応答による評価（相対評価、７５０点満点） 

②  価格点＝２５０点×（１－見積額（消費税及び地方消費税抜きの金額）／提案上限

額）として評価します。 

企画提案書記載内容等について評価するため、プレゼンテーションを下記の日時にて  

実施します。 

プレゼンテーションは、提案者当たり説明 30 分、質疑応答 15 分以内とし、業務担当

責任者届出書（様式第４号）に氏名を記載された者が説明するものとします。 

プレゼンテーションの参加人数は 10 名までとします。 

ただし、提案書に不明点等のある場合には別途確認時間を設ける場合があります。 

   説明には本市の用意する電源、プロジェクター及びスクリーンを使用することができ

ますが、パソコンその他の機器類は提案者により準備して下さい。 

   審査対象が１者のみの場合でもプレゼンテーション及び質疑応答は実施しますが、絶

対評価をし、評価点が一定水準に達しない場合は、最優先候補者として選定しません。 

   プレゼンテーション及び質疑応答の際、次の行為等が確認された場合は失格とさせて

いただきますのでご注意下さい。 

 (ｱ) 書面等により提案資料を追加した場合 
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(ｲ) 提案者名が特定又は推測できる内容が確認された場合 

(ｳ) 説明員が業務担当責任者本人と認められない場合 

(ｴ) 業務担当責任者以外の者が提案に関わる発言を行った場合 

(ｵ) その他、発注者の指示に対し、正当な理由なくその指示に従わない場合 

⑵ 選定スケジュール 

  ア 提出要件審査 

    平成３０年６月１２日(火)  

    必須要件に係る形式審査（Ａ４判横、簡易製本、正本１部、副本３０部、見積金額の

上限額以下、参加資格要件を満たす業務実績の記載の有無）を行います。要件を満たさ

ない提案については以後の審査は行わず直ちに失格となります。 

  イ 第１次審査（書面審査） 

    平成３０年６月１２日（火）～１５日(金) 

  評価点が高得点の者上位３者までを第１次審査通過者とします。 

  ウ 第１次審査結果通知 

    平成３０年６月２０日(水)までに 

  審査通過の可否に関わらず結果の通知を電子メールにて行います。審査通過者につい

ては、第２次審査の日時及び場所についてもあわせて通知します。 

  エ 第２次審査（プレゼンテーション及び質疑応答による審査） 

    平成３０年７月４日(火) 

最も多くの委員から最高評価点を得た提案者（なお、同数の場合は得た合計評価点の

高い者）を最優先候補者と選定します。 

  オ 第２次審査結果通知 

    平成３０年７月１０日(火)までに 

    審査通過の可否に関わらず結果の通知を電子メールにて行います。 

 

９ 情報公開基準 

対象 契約締結前 契約締結後 

選定条件 ○ 

プロポーザル方式採用理由 ○ 

提 

案 

書 

類 

提案者名 × ○ 

企画提案書 × ○（注１） 

見積書 × △（注２） 

その他提出書類 × ○（注１） 

提案者毎の最高評価点を得た

委員総数 

○（注３） 

採点表（合計評価点） ○（注３） 

採点表（各評価項目点） ×（注４） 

委員名簿 ○（注５） 

選定結果  ○ 
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○：開示、△：一部開示、×：不開示 

（注１）企画提案書及びその他提出書類は、提案者の持つ独自のノウハウ等が含まれており、

これを開示することにより当該提案者の競争上の地位その他正当な利益を侵害するお

それがあるため、当該提案者の同意が得られる場合のみ開示とする。 

（注２）「一部開示」とは、見積書における積算単価及び内訳以外のものを開示することをい

う。 

（注３）契約締結前であっても、候補者決定後は、提案者毎の最高評価点を得た委員総数並び

に採点表（合計評価点）を開示することができる。（委員名は除く） 

（注４）第２次審査委員会の委員長の講評は、開示するものとする。 

（注５）委員名簿は、最優先候補者決定後、委員構成のみ開示とし、住所及び電話番号等の個

人情報は不開示とする。 

 

１０ 契約の締結について 

審査の結果、最優先候補者と選定された提案者と、提案された内容を踏まえた上で契約に

関する協議を行い、協議後の仕様内容に基づいた見積を提出し、契約の締結を行います。 

なお、最優先候補者との協議が整わない場合、本市は、最優先候補者に次いで最も多くの

委員から最高評価点を得た提案者（なお、同数の場合は得た合計評価点の高い者）を得た 

提案者と順次契約に向けての協議を行います。 

 

１１ 問い合わせ先 

〒514-8611 三重県津市西丸之内２３番１号 

津市総務部情報企画課（本庁舎２階）  

電 話 番 号：０５９－２２９－３１１８ 

ＦＡＸ番号：０５９－２２９－３１１９ 

電子メールアドレス：229-3118@city.tsu.lg.jp 

 



（様式第１号） 

参 加 申 込 書 

平成３０年  月  日 

（あて先）津市長 

          （提案者）所在地 

               商号（名称） 

               代表者氏名             □印  

 

 平成３０年５月１８日付けで公告のありました津市基幹情報システム等更新

に係る最適化支援業務プロポーザルについて、下記のとおり参加申込みをしま

す。 

            記 

 

１ 業 務 名  津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務 

２ 添付書類  （１）宣誓書（様式第２号） 

           １部 

（２）業務担当責任者届出書（様式第３号） 

   １部 

（３）提案書（Ａ４判横、様式自由、１００ページ以内） 

   正本１部、副本３０部、 

         ※提案書の提出期限は、平成３０年６月１１日（月）午後

３時ですので、後日提出いただいても結構です。 

        （４）見積シート（様式第５号） 

        （５）提案書提出要件審査項目、及び第１次・２次審査 

項目・審査基準（様式第８号） 

         ※各項目・審査基準の該当ページを記載してください。 

         ※提案書と一緒に提出いただいても結構です。 

３ 連 絡 先  担当者所属 ： 

       担当者氏名 ： 

       電 話 番 号 ： 

       ファックス ： 

       E - m a i l ： 

 



（様式第２号）  

 

宣  誓   書  

 

平成３０年   月   日  

 

 （あて先）津市長  

 

（提案者）所在地  

商号（名称）  

代表者氏名              印  

 

 

 

津 市 基 幹 情 報 シ ス テ ム 等 更 新 に 係 る 最 適 化 支 援 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル に

参 加 す る に あ た り 、 当 該 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 の 「 ３ 参 加資 格 要 件 」

に記載された全ての要件を満たすことを宣誓します。  



（様式第３号）  

業務担当責任者届出書 

 

平成３０年   月   日  

 

 （あて先）津市長  

 

（提案者）所在地  

商号（名称）  

代表者氏名              印  

 

 

津 市 基 幹 情 報 シ ス テ ム 等 更 新 に 係 る 最 適 化 支 援 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル に

参 加 す る に あ た り 、 下 記 の 者 を 当 該 業 務 に 係 る 業 務 担 当 責任 者 と し て

届け出ます。  

記  

項目  内容  

１  氏名（よみがな）           （          ） 

２  所属  
 

３  業務実績  

 

 

 

 

 

４  保有資格等  

 

 

 

 



(様式第５号)

見積シート　　 （※税抜で作成してください。）

2018年度 2020年度
№ 主な内容 2018年度 ４月～９月分 １０月～３月分 2020年度

現状調査 1

現行の業務とシステムにおいて、その連携先や業務上関
連するものを含めて調査を行い、業務及びシステムの資
産及び機能、フローを資料としてまとめること

調査にあたっては、各業務所管課を対象にアンケート及びヒ
アリングを行い、その結果を調整報告すること。
「別紙３　津市基幹情報システム等の概要」に掲げるシステ
ムなどを更新する。

0

現状分析・方針策
定

2
現状の課題・問題等を抽出して原因の分析と分類・整理
し、それを取り巻く事務のあるべき姿を策定すること

国の動向や先進的な自治体の取組事例と、本市の現行業
務及び調査結果資料を参照しながら分析すること 0

ワーキンググルー
プ
企画運営

3

ワーキング会議を企画運用するための資料、議事録や、
定期的な進捗報告、課題管理表等の管理帳票の作成を
行うこと

ワーキンググループは概ね当市の業務全体に渡るため、担
当者個別のヒアリングなど、担当者の業務量の軽減に配慮
すること

0

システム更新アク
ションプラン

4

現状調査・分析の結果やワーキング会議の結果をもとに、
システム更新の範囲、更新に係る調達の範囲、調達方
式、スケジュール、更新・調達に係る制限・制約等を本市
に合わせて具体的に検討し、費用対効果が見込める更新
計画を作成すること

更新ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの対象は次期基幹情報システム等及びハー
ドウェアなどを対象とすること 0

情報提供依頼用
仕様書

5
上記１～４を参考にRFIに必要となる要件定義書（ＲＦＩ版）
を作成すること

基幹情報システムの更新だけでなく、関連する文書管理・庶
務管理システム並びにハードウェアの調達などに必要な情
報提供も依頼すること

0

その他関連業務 6
その他関連資料作成（第三者評価委員会などの運営含
む）

会議資料作成 0

0 0 0 0

・情報提供依頼（ＲＦ
Ｉ）

1

前年度の成果をもとにRFIを実施し、結果を報告する
RFIにあたっては予算要求用の見積収集に係る情報収集
も行い、予算要求をスムースに完遂するための支援を行う
こと

要件定義書（ＲＦＩ版）は、見積収集時点での検討結果及び事
例集結果を反映し、本市と協議の上で行うこと
他自治体の事例も収集し、RFIの実施結果と合わせて報告
すること

0

更新業者からの提
案
と仕様書の整理

2
情報提供された資料の精査と整理を行い、本市に最適な
提案内容とその実現性を検討し、報告すること

システムの更新業者選定に必要となる予算関連資料など、
必要となる資料を作成すること 0

ワーキンググルー
プ
企画運営

3

情報提供された資料の精査をもとに、本市に最適な内容と
その実現性をワーキング会議において、再度調整し、更新
に必要となる要件定義書の準備を行うこと

業務担当課と調整することで、要件定義書の内容の合意を
受けること 0

システム更新業者
選定に必要な準備

4 基幹情報システム等の更新業者の選定に必要な業務 0

第三者評価委員会
の関連業務

5
専門的な見識を有する第三者から基幹情報システム等の
更新方法並びに業者選定の方法の妥当性を得ること

第三者評価委員会などの運営を行うこと 0

その他関連業務 6
その他関連資料作成
（自治体クラウド向けた調整支援を含む）

会議資料作成 0

0 0 0 0

ｼｽﾃﾑ更新業者
選定支援

1 基幹情報システム等の更新業者の選定に必要な業務 0

特定個人情報保護
評価（ＰＩＡ）に関す
る業務

2
特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）を業務担当課と協力して実
施すること

基幹情報システムの更新業者の選定後、ｼｽﾃﾑ更新の前に
個人番号制度で義務付けられている特定個人情報保護評
価を実施すること

0

基幹情報システム
等の進行管理

3
旧基幹情報システムから新基幹情報システムへのシステ
ム移行時期の調整に関すること

更新業者とともに移行時期などをシステム毎に調整する 0

基幹情報システム
等・更新移行検証

4 基幹情報システム等の更新における効果測定を行うこと 費用対効果や業務の効率化などに関すること 0

第三者評価委員会
の関連業務

5
専門的な見識を有する第三者から基幹情報システム等の
更新における効果測定を報告すること

第三者評価委員会などの運営を行うこと 0

その他関連業務 6
その他関連資料作成
（自治体クラウド向けた調整支援を含む）

会議資料作成 0

0 0 0 0

0 0 0 0

その他関連業務 12 0

0 0 0 0

0 0 0 0

備考
合計
（円）

項目

補足 2019年度

・情報提供依頼
・ワーキンググループ企

画運営
・システム更新業者選定

支援

・現状調査
・分析作業

・システム更新アクショ
ンプラン作成

小計（円／年）

年間計（円／年）

小計（円／年）

小計（円／年）

・システム更新業者選定
・特定個人情報保護評

価（ＰＩＡ）
・基幹情報システム等・
更新移行検証並びに進

行管理

小計（円／年）

小計（円／年）



（様式第６号） 

平成  年  月  日 

質 問 書 

 

（あて先）津市長 

 

「津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務」について以下のとおり質問・疑義

照会をいたします。 

商号（名称）  

所属  

担当者名  

メールアドレス  

電話・FAX  

 

件   名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第７号） 

 

 

 

参  加  辞  退  届 

 

 

 

 「津市基幹系情報システムに係る最適化支援業務」プロポーザルに、参加申込書等を  

提出しましたが、参加を辞退します。 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

（あて先）津市長  前 葉 泰 幸 

 

 

提案者 

所在地 

 

   商号（名称） 

 

代表者                                  印 

 

電 話 

 

F A X 

 

E-mail 

 

担当者名 

 



提案書提出要件審査項目、及び第１次・２次審査項目・審査基準　（※配点表も含む。）

○提案書提出要件審査項目（形式審査）

必須 1 提案書はＡ４判横で（簡易）製本されているか
必須 2 提案書の副本には提案者の名称や提案者を類推できるような表示がないか
必須 3 見積金額は、消費税及び地方消費税を含まず各年度の上限額以下であるか
必須 4 参加資格要件を満たす業務実績が確認できるか
必須 5 提出部数は、正本１部、副本３０部か

○第１次審査項目（書面審査）
配　点 審　査　基　準 提案書の該当ページ数

本業務の実施体制
1 業務実績（人口２０万以上の自治体及び中央省庁） 20 業務実績の有無。同規模自治体もしくは中央省庁における実績
2 本市及び他自治体の基幹情報システム等の運用状況を理解した提案か 20 本市及び他自治体における基幹情報システムの運用状況の認識
3 基幹情報システムの更新支援実績の成果（詳細）について 20 同規模自治体もしくは中央省庁における実績評価
4 業務遂行体制 20 業務の受注体制
5 業務担当責任者の経歴及び実績 20 業務担当責任者としての実績。

提案のコンセプトについて
1 本業務の目的が正しく理解された提案か 20 プロポーザル実施要領　１ 目的 に沿った内容となっているか。
2   取組方針について 20 プロポーザル実施要領　１ 目的 に沿った取組について

業務内容

1 基幹情報システム等の運用経費の削減及び課題解決に向けた取組 50
現況の運用経費の削減方法が具体的に記載されているか
本市の有する課題解決に向けた具体的な記載がされているか（基幹情報システムの種類毎）

2 全国的なテーマの実現に向けた具体的手法 40 マイナンバー制度の促進並びに自治体クラウドの利用に関する具体的な提案があるか

3 テーマを実現するために解決すべきこと 40
マイナンバー制度を促進するために解決しなくてはならない課題
自治体クラウドの導入のメリットデメリットと解決しなくてはならない課題

4 ワーキンググループ構成案 40 仕様書別紙１のワーキンググループ構成例と比較した場合のメリットはなにか

5 ワーキンググループ（業務別）の企画運営 50
ワーキンググループの企画運営において想定するテーマ
各課のワーキング担当者の業務軽減策が具体的に記載されているか

6 本市で解決すべき課題となること 50
本市における課題の整理
具体的な課題の想定案が記載されているか

7 課題を解決するための具体的手法 50 具体的な課題の想定案の具体的な解決手法が記載されているか
8 解決できた場合のメリットとデメリット 40 解決できた場合のメリットやデメリットが明確になっているか

9 特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）について 40
特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）を進めるにあたり、各業務担当者の業務軽減策が具体的に記載され
ているか

10 スケジュール（案）について 40
現行の基幹情報システムの賃貸借期間（再リース可能な場合も含む）のスケジュールも提案されてい
るか
自治体クラウドの利用を想定したスケジュールも提案されているか

11 基幹情報システム等の更新スケジュールについて 40
サーバ並びに端末など関連機器の更新スケジュールの提案がされているか。
（本市のネットワーク拠点数を考慮したスケジュールとなっているか。）

12 基幹情報システム等の更新・移行検証の進行管理 40 システムの更新の移行検証や進行管理の記載があるか
基幹情報システム等のシステム更新と業務の継続性

1 システム毎の理想的な更新スケジュール 30
基幹情報システムの種類（住民記録系、税務（収納含む）系、福祉系、総合福祉系、公営系、内部情
報系、その他）毎に、更新時期が配慮されているか各システムの最適な更新時期を想定したスケ
ジュールか。

2 システムを操作する職員への研修 30 システムを操作する職員への研修の進め方は十分か

3 システム更新における業務の継続性 30
システム更新スケジュールは、業務に支障がでないスケジュールになっているか
システム更新時にトラブルがあった場合の業務継続性の確保ができる提案になっているか
災害時の業務継続を高める提案が含まれているか

小計 750
価格点 250
合計 1,000

○第２次審査項目（プレゼンテーション及び質疑応答による審査）
配点 審　査　基　準 提案書の該当ページ数

本業務の実施体制

1 業務実績（人口２０万以上の自治体及び中央省庁） 20
業務実績の有無。同規模自治体もしくは中央省庁における実績
自治体規模並びに基幹情報システムの種類（住民記録系、税務（収納含む）系、福祉系、総合福祉
系、公営系、内部情報系、その他）と回数

2 本市及び他自治体の基幹情報システム等の運用状況を理解した提案か 20

本市及び他自治体における基幹情報システムの運用状況について
本市の前回の基幹情報系システム更新の仕様書から、システム関連業務のアウトソーシング委託やヘ
ルプデスクも理解した提案内容になっているか
また、本市と他自治体の運用状況のメリットやデメリットが記載されているか

3 基幹情報システムの更新支援実績の成果（詳細）について 20
上記の１における支援実績においてどのような成果をあげたか
また、２の本市の運用状況を鑑み、どのような成果をあげられるのか

4 業務遂行体制 20
業務の受注体制は、しっかりしているか
基幹情報システムの更新に必要なそれぞれの分野の専門知識を有しているか
また、本市の最適化支援業務に携わる割合はどの程度か

5 業務担当責任者の経歴及び実績 20
業務担当責任者としての業務実績。
自治体規模並びに基幹情報システムの種類（住民記録系、税務（収納含む）系、福祉系、総合福祉
系、公営系、内部情報系、その他）と回数

提案のコンセプトについて

1 本業務の目的が正しく理解された提案か 10
プロポーザル実施要領　１ 目的 に沿った内容となっているか。
経費削減につながるか
自治体クラウドやマイナンバー制度など国の方向性を考慮した提案か

2   取組方針について 10
プロポーザル実施要領　１ 目的 に沿った取組について
本市の運用状況をしっかりと理解し、円滑かつ確実なシステム更新ができる提案か

業務担当責任者（説明員）について
1 表情は明るく、親しみが感じられるか 40 契約後の各ワーキンググループのリーダーとしての資質の評価。
2 説明は具体的で理解しやすいか 40 専門知識に頼らない、万人に理解できる説明となっているか。
3 聞き手への配慮が感じられるか 30 説明の速度、口調等は適正なものであるか。
4 質問に対する回答は明確かつ適切か 40 審査員からの質問への回答は的を得たものとなっているか。
5 取り組む意欲が感じられるか 40 当該業務の委託の受注に向けたやる気が感じられるか。
6 業務を実施するにふさわしい資格及び経験があるか 30 他市等における実績も踏まえた具体的な説明となっているか。

業務内容

1 基幹情報システム等の運用経費の削減及び課題解決に向けた取組 40
現況の運用経費の削減方法が具体的に記載されているか
本市の有する課題解決に向けた具体的な記載がされているか（基幹情報システムの種類毎）

2 全国的なテーマの実現に向けた具体的手法 40 マイナンバー制度の促進並びに自治体クラウドの利用に関する具体的な提案があるか

3 テーマを実現するために解決すべきこと 40
マイナンバー制度の促進するために解決しなくてはならない課題
自治体クラウドの導入のメリットデメリットと解決しなくてはならない課題

4 ワーキンググループ構成案 20 仕様書別紙１のワーキンググループ構成例と比較した場合のメリットはなにか

5 ワーキンググループ（業務別）の企画運営 20
ワーキンググループの企画運営において想定するテーマ
各課のワーキング担当者の業務軽減策が具体的に記載されているか

6 本市で解決すべき課題となること 40
本市における課題の整理
具体的な課題の想定案が記載されているか

7 課題を解決するための具体的手法 40 具体的な課題の想定案の具体的な解決手法が記載されているか
8 解決できた場合のメリットとデメリット 20 解決できた場合のメリットやデメリットが明確になっているか

9 特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）について 20
特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）を進めるにあたり、各業務担当者の業務軽減策が具体的に記載され
ているか

10 スケジュール（案）について 20
現行の基幹情報システムの賃貸借期間（再リース可能な場合も含む）のスケジュールも提案されてい
るか.
自治体クラウドの利用を想定したスケジュールも提案されているか

11 基幹情報システム等の更新スケジュールについて 20
サーバ並びに端末など関連機器の更新スケジュールの提案がされているか.
（本市の出先機関数などＮＷ機器数で把握できているか）

12 基幹情報システム等の更新・移行検証の進行管理 20 システムの更新の移行検証や進行管理の記載があるか
基幹情報システム等のシステム更新と業務の継続性

1 システム毎の理想的な更新スケジュール 10
基幹情報システムの種類（住民記録系、税務（収納含む）系、福祉系、総合福祉系、公営系、内部情
報系、その他）毎に、更新時期が配慮されているか各システムの最適な更新時期を想定したスケ
ジュールか。

2 システムを操作する職員への研修 10 システムを操作する職員への研修の進め方は十分か

3 システム更新における業務の継続性 10
システム更新スケジュールは、業務が支障がでないスケジュールになっているか
システム更新時にトラブルあった場合の業務継続性の確保ができる提案になっているか
災害時の業務継続を高める提案が含まれているか

その他
1 独自性のある提案がみられるか 10 他所からの引用に終始した提案内容ではなかったか。
2 提案内容に取り組み意欲が感じられるか 10 全体を通して、本業務の受注に向けた熱意が感じられたか。
3 関連資料や図表に工夫がみられるか 10 提案書の中に使われている資料や図表についての印象度（見づらい等）。
4 わかりやすくまとめられているか 10 全体を通して、提案書と説明との間で齟齬はなかったか。

小計 750
価格点 250
合計 1,000

審査項目

審　査　事　項

審　査　事　項

(様式第８号)
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津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務仕様書 

１ 件名 

津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務 

 

２ 契約期間 

契約締結日から２０２１年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

２０２１年度から本市の情報基盤となる津市基幹情報システム等（以下「基

幹情報システム等」という。）の更新を行うこととしている。 

更新にあたっては、既存の基盤情報システムに追加した個人番号制度に関

する機能などをシステム全体として俯瞰した上で最適化を進め、更新に係る

初期経費及び運用経費（以下「更新費」という。）の削減及び自治体クラウド

など国の方向性を考慮した上で、次の業務を行う必要がある。 

⑴  現在の基幹情報システム等の検証を行うとともに、地域情報プラットフ

ォーム標準仕様などとの比較検証を通して、更新の方向性を定める基礎資

料を取りまとめ、プラン案を作成する。また、更新作業を効果的に進める

ために関係職員の情報リテラシーを向上させる。 

⑵  上記の検証作業においては、各課のニーズと費用対効果を踏まえたシス

テム最適化を目指すとともに、基幹情報システム等に係る調達仕様書及び

セキュリティポリシー更新（案）を作成する。 

⑶  上記、調達仕様書に基づく基幹情報システム等の更新に係る事業者の選

定及び基幹情報システム等更新における進行管理、設計確認、データ移行

の検証を行う。 

⑷ 上記、更新を目指す基幹情報システム等に関し、更新費の削減効果及び

システム最適化の検証をするため、第三者による評価を行う。 

  ⑴から⑷までに掲げる、これら一連の業務を円滑に推進するためには、

専門的な知識や経験を持った事業者等の支援が必要不可欠であることから、

基幹情報システム等の更新に関わる最適化支援業務の委託をするものであ

る。 

 

４ 業務内容 

津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務（以下「本業務」とい

う。）の内容は次のとおりである。 
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なお、本業務を受注する事業者（以下「受注者」という。）は、本業務の方

向性及び内容について、随時、津市（以下「発注者」という。）と調整し、承

認を得ながら進めなければならない。 

⑴  基幹情報システム等課題整理 

受注者は、基幹情報システム等の更新のために必要な調査を行い、地域

情報プラットフォーム標準仕様と本市（人口約２８万人）の現状のシステ

ム仕様を比較検証し、人的な資源のバランスを考慮した上で、改善策を検

討整理する。また、自治体クラウドなど国の施策の動向や、方向性が示さ

れている法律などへの対応も併せて整理する。 

なお、本業務の課題整理においては、基幹情報システム等（現行）の   

定義書などを踏まえ、基幹情報システム等を利用している業務をさらに 

分析並びに現行システム上の問題点（法令との齟齬など）の存在を調査  

したうえで、基幹情報システム等課題整理報告書を作成すること。 

また、現行の基幹情報システムの特定個人情報保護評価（PIA）の変更

が必要になった場合は、総務課並びに業務担当課と協力して変更業務を行

う。 

⑵  ワーキンググループの企画運営 

受注者は、基幹情報システム等更新を進めるにあたり必要となるワーキ

ンググループ（構成例：別紙１）を企画運営し、各システムの課題整理、

業務効率化の方向性などを検討した上で、基幹情報システム等の更新の基

礎資料を作成する。 

なお、ワーキンググループのメンバー等からの日常的な相談業務に、適

切かつ迅速に対応するため、発注者が必要と認める期間は常駐する。 

⑶  システム更新アクションプラン作成 

受注者は、４⑴の報告書などを活用し、基幹情報システム更新の方針を

明文化し、基幹情報システム等の最適化の理念・方針及び具体的な対策を

スケジュール化した計画書形式の原案を作成する。 

 ⑷ 情報提供依頼書、調達仕様書等の作成及び基幹情報システム等更新事業

者選定支援 

受注者は、発注者が予定する基幹情報システム等の更新事業者を選定す

るプロポーザル等の実施に向け４⑶のシステム更新アクションプランに基

づいた調達仕様書（要件定義書等）、情報提供依頼書（RFI）案を作成する。 

受注者は、発注者が行う基幹情報システム等更新事業者の選定に必要と

なる各種資料の作成及び提案書等の評価など、必要な支援を行う。 
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なお、書類の作成は、「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」及

び「情報システムに係る政府調達の基本指針 平成１９年３月１日各府省情

報化統括責任者（CIO）連絡会議決定」に準拠すること。 

(5) 基幹情報システム等更新・移行検証等の進行管理 

基幹情報システム等の更新事業の履行について、受注者は、調達仕様書

に基づいたシステム設計・構築及びデータの移行が適正に行われているか

検証するとともに、進行管理を行い、進行管理報告書を提出する。 

また、システム更新業者が選定された後に、新たな基幹情報システムの

特定個人情報保護評価（PIA）に必要な業務を、津市総務部総務課並びに

業務担当課と協力して行う。 

 ⑹ システム改修要望等への対応 

受注者は、各担当課から随時寄せられるシステム改修等に関する課題要

望等に対して、協議助言し、関連する社会の動向や費用対効果などの観点

から、改修の妥当性を判断した意見書を作成する。 

 ⑺ 基幹情報システム等に関わる予算資料の作成支援 

受注者は、基幹情報システム等に関する予算資料の作成支援を行う。 

 ⑻ 人材育成支援 

受注者は、国における電子自治体推進の動向や地方自治体における ICT

化の事例紹介など本市職員の情報リテラシー向上を目的とした研修を、発

注者の要請により、一年度につき一回以上行う。 

なお、本研修の講師は６⑴に示す業務担当責任者が務めるものとする。 

本研修の実施に関して、研修会場及び機材（プロジェクター、マイク等）

の手配は発注者が行う。 

 ⑼ 第三者による評価に必要な資料作成等 

受注者は、発注者が行う本業務による最適化状況の検証のための第三者

が評価するための資料を作成する。第三者評価は、必要に応じて随時行う

ため、発注者の要請に応じて資料並びに議事録を作成する。 

なお、第三者による評価のための資料は、現状のシステムと構築しよう

とするシステムを比較し、コスト、機能及び効率等、更新に係るシステム

の価格の適正等が検証できるものとする。 

また、受注者は、発注者の要請に応じて、第三者評価会議に出席しなけ

ればならない。 
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５ 業務スケジュール 

各業務に係るスケジュールは別紙２のとおりとする。 

６ 実施体制業務担当責任者 

 ⑴ 受注者は、本業務を行うにあたり業務担当責任者１名を定め、氏名、所

属、業務実績及び保有する資格等を記載した書面を事前に発注者に届け出

なければならない。なお、業務担当責任者の交代については、やむを得な

い場合かつ発注者の承認を得た場合を除き、原則として認めない。 

業務担当責任者は、ワーキンググループの企画運営責任者を兼務し、発

注者の要請に応じて、発注者が指示する日時及び場所において業務を行わ

なければならない。 

また、土曜日、日曜日及び祝日を除き、常時発注者から連絡がとれる体

制を整えておかなければならない。 

 ⑵ 業務支援スタッフ 

受注者は、業務担当責任者の補佐役として、業務支援スタッフを選任し

なければならない。業務支援スタッフは、ワーキンググループの企画運営

等を補助することができる。業務支援スタッフの氏名、所属、業務実績及

び保有する資格等を記載した書面を事前に発注者に届け出、発注者の承認

を得なければならない。 

 ⑶ 備品類及び資料の貸与 

受注者は、発注者が指定する場所において業務を行う場合、発注者が使

用を認める机、椅子及び電源等を使用できる。その他必要な事務用機器及

び消耗品等は、受注者で用意する。 

発注者は、本業務の実施に必要となる発注者の資料を受注者に貸与する。

その他必要な資料は、受注者の責任において準備する。 

なお、発注者からの貸与物件については、情報資産管理に関する特記仕

様書に則り所定の手続きを行うとともに、発注者から指示する使用目的及

び使用範囲に限った使用を行わなければならない。 

 

７ 本業務進行管理に係る各種会議の開催等 

 ⑴ 定例会 

受注者は、原則として月に１回定例会を開催し、発注者に対して作業状

況の報告を実施しなければならない。 

 ⑵ 臨時会 

受注者は、緊急を要する報告がある場合、速やかに発注者に報告すると
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ともに、臨時会を開催しなければならない。また、発注者は、必要に応じ

て受注者に通告のうえ、臨時会を開催することができる。 

 ⑶ 各種会議の進行、議事録の作成及び懸案事項などの調整 

受注者は、各種会議の進行、議事録の作成及び懸案事項などについて調

整を図らなければならない。 

 

８ 成果物及び納品方法 

本業務の成果物として、以下のとおり納品すること。 

 ⑴ 成果物及び納入期限 

成果物 納入期限 

① システム更新アクションプラン ２０１８年（平成３０年） １０月３０日 

②基幹情報システム等課題整理報告書 ２０１９年  ３月２０日 

③セキュリティポリシー更新案 ２０１９年  ３月２０日 

④ 情報提供依頼書 適宜 

⑤調達仕様書（要件定義書等） ２０１９年  ３月２０日 

⑥構築事業者選定に必要な資料  ２０１９年  ５月２０日 

⑦新システム構築・移行検証報告書 （構築事業者確定後）随時 

⑧ システム改修要望等に対する意見

書 
随時 

⑨第三者評価資料（比較：コスト・追

加機能・仕様書等） 

 予算資料 

調達仕様書作成時 

システム設計の検証時 

随時 

 ⑵ 納品方法 

 ア 電子媒体 

Microsoft Office Word 2013 又は同 Excel 2013 で編集可能なファイル形

式のデータを格納したＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにて２組納品すること。 

 イ 紙媒体 

原則Ａ４版縦とし、津市公文例規程（平成１８年１月１日訓令第８号）

に準じて作成し、各２部（正１部、副１部）納品すること。 

 ⑶ 権利の帰属 

本業務により作成される成果物及び関連資料（以下「成果物等」という。）

に関する著作権（著作権法第２７条、第２８条を含む）及び所有権は、発

注者に移転するものとし、受注者は成果物等に係る著作人格権を行使しな
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いものとする。 

 ⑷ 第三者権利の使用 

成果物等について、受注者が第三者の有する無体財産権を使用する場合

には、その使用に関するすべての責任は受注者が負わなければならない。 

 ⑸ 成果物等の公表及び変更 

発注者は、成果物等を自由に公表し、または変更することができる。 

 

９ 更新の対象となるシステム構成及び規模等  

(1) ネットワークの構成 

本市では、主に住民基本台帳・税情報等を対象とする「総合住民系ネッ

トワーク」と、グループウェア、内部系ファイルサーバ及び人事給与等の

主に内部事務を対象とする「内部情報系ネットワーク」、インターネットに

接続する「インターネット接続系ネットワーク」、の３種類のネットワーク

を使い分けて、業務を運用している。 

 ⑵ システム数 

本市で使用する情報システムの数は、大小様々な規模を合わせて約１０

０近く存在し、このうち、今回更新の検討対象とする主なシステムは別紙

３のとおりである。 

なお、別紙３に示すシステム以外のシステムについて、協議の過程で検

討対象に含めることが望ましいと判断されたものについては、更新の対象

とする場合がある。また、反対に、別紙３に示すシステムのうち、協議の

過程で検討対象から除外することが望ましいと判断されたものについては、

更新の対象から除外する場合がある。 

 ⑶ サーバ及び端末機器等の規模 

区 分 台 数 備 考 

総合住民系端末 ５３０台 プリンタ２４０台 

内部情報系端末 ２，５４０台 プリンタ４５０台 

インターネット接続系端

末 

５０台 プリンタ２９台 

ネットワーク制御機器等 ５０９台 出先機関約２６０施設 

  ※ 平成３０年４月現在 

 ⑷ 情報企画課職員数及び関連予算額 

  情報企画課職員数 ５名 

  平成３０年度当初予算 
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内  容 金    額 

経常保守関連 約８億５００万円 

改修・更新等関連 約２，３００万円 

※ 特別会計・企業会計等の経常保守関連等、情報企画課関連予算とは別に、

情報システム等の関連予算が存在する。 

 ⑸ 各システム利用の職員数 

基幹情報系 約１，０００人 

内部情報系 約２，５００人  

インターネット系 約２，５００人 

 

１０ 特記事項 

 ⑴ 業務計画書の提出 

受注者は、本業務契約締結後７日以内に業務計画書を提出しなければな

らない。 

 ⑵ 基幹情報システム等調達対象からの除外 

調達における公平性や透明性を確保する観点から、受注者又は受注者と

会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく親会社、子会社の関係にある者、

又は、人事面において関連があるなど受注者と親密な利害関係を有する者

に対し、本業務を基に構築する基幹情報システム等の調達は行わないもの

とする。 

 ⑶ 状況変化への対応 

業務内容については、電子政府の施策状況、各部署の要望を踏まえ変更

する場合があるので、受注者においては本市と協議の上、柔軟に対応する。 

 ⑷ 業務担当責任者の交代 

業務担当責任者が、発注者からの再三の指示にも関わらずこれに従わな

いなどにより、本業務の実施に著しく支障があると認められる場合には、

発注者は受注者に対し書面によりその理由を付して業務担当責任者の交代

を求めることができるものとし、受注者はその求めに応じ、後任者として、

前任者と同等又は同等以上の実績を有する者を速やかに発注者に届け出な

ければならない。 

 ⑸ 別途協議 

本仕様書に定めていない事項については、発注者受注者双方協議の上、

別に定める。 
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（別紙１）

住記グループ

（市民課） （学校教育課） （選管事務局）

住民記録 学籍就学 選挙

印鑑登録 学籍就学援助

総合証明 就園奨励

住基NW 特支教就奨励

J-NET(GW)

戸籍附票住民連携

税務グループ

（市民税課） （資産税課） （収税課） （特別滞納整理推進室）

宛名 固定資産税 収納 滞納整理

個人住民税 家屋評価 滞納整理

法人住民税 課税ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ 口座

軽自動車税

申告支援

課税ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ

福祉グループ

（こども支援課） （子育て推進課） （保険医療助成課） （健康づくり課）

児童扶養手当 保育料 国保賦課 健康管理

児童手当 国保資格 予防接種

国民年金 母子管理

年金給付 特定検診

収納

滞納整理

福祉医療

後期高齢者

総合福祉グループ

（高齢福祉課） （障がい福祉課） （援護課） （介護保険課）

介護予防支援 障がい福祉 生活保護 介護保険

高齢福祉 自立支援 認定審査

公営系グループ

（環境保全課） （市営住宅課） （下水道局） （水道局） （農業委員会）

畜犬管理 公営住宅管理 下水道使用料等 水道料金等 農地情報

住宅貸付 受益者負担金 企業会計

水洗化率算定

企業会計

内部情報系グループ

（財政課） （財産管理課） （総務課） （人事課） （会計管理室）

（会計管理室） 公有財産管理 文書管理 人事給与 出納

（調達契約課） 備品管理 庶務管理

起債

財務会計

※現行基幹情報システムによる構成例

津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務 ワーキンググループ構成例



津市基幹情報システム等更新に係る最適化支援業務スケジュール（案） （別紙２）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

通常業務

（
本
市

）

関
係
各
部
署

シ
ス
テ
ム
構
築

事
業
者

第
三
者

現
行

ベ
ン
ダ
ー

※①～⑨は仕様書４の(1)～(9)に対応します。

２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

受
注
者

基幹情報
ｼｽﾃﾑ等
更新

業務 区分
２０１８年（平成３０年）度

現行基幹情報システム 法改正等によるシステム改修

市職員

第１次導入システム群構築・移行

第三者評価

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

⑦システム改修要望等への対応

⑨システム群構築・移行検証等の管理支援⑥業者選定

支援

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

④調達仕様書

作成（複数）

④情報提供依頼書

作成

（構築業者選定）

（複数）

新システム設計
（導入スケジュール調整）

①基幹情報システム等課題整理

反映

反映

整合

調整

ワーキンググループ（複数）

⑧予算資料の作成支援

調整

⑨人材育成支援

情報提供

（各システム構築業者から回答）

本市職員

⑨人材育成支援

②企画運営

現行業務・システムの点検

仕様調整 システム設計・検証

③情報化推進
アクションプラン

①業務標準化 検討

（課題解決、改善策検討）

評価

評価

システム群順次構築・移行

ﾃﾞｰﾀ移行調整

④

調達仕様書

調整

⑧ 予算資料

再リースの可否確認 再リース可能ならシステム切替時期調整

⑤課題解決に向けた取組（自治体クラウド化を含む）



（別紙３）

住民記録システム 介護保険システム
印鑑登録システム 認定審査会システム
総合証明システム
住民基本台帳ＮＷシステム 障がい者福祉システム
Ｊ－ＮＥＴ（ＧＷ） 障害者自立支援給付システム
戸籍附表・住民連携システム

高齢者福祉システム
学籍就学システム 介護予防支援システム
学籍就学援助システム
就園奨励システム 生活保護システム
特別支援教育就学奨励費システム

選挙システム
受益者負担金（分担金）システム

宛名管理システム 水洗化率算定システム
個人住民税システム
法人市民税システム 農地情報システム
軽自動車税システム
申告支援システム 公営住宅管理システム
課税ファイリングシステム 住宅貸付事業管理システム

固定資産税システム 畜犬管理システム
家屋評価システム

収納システム
滞納整理システム 財務会計システム　　　　  （予算・決算・統計等）
口座管理システム

起債管理システム　　　　　（起債管理）

企業会計システム　　　　　（予算・決算・統計等）

福祉医療システム 備品管理システム　　　　　（備品管理）
収納システム 財産管理システム　　　　　（公有財産管理）
滞納整理システム

グループウェアシステム

庶務管理システム
人事給与システム

後期高齢者システム（資格・給付）
文書管理システム

健康管理システム
特定健診システム 電子決裁システム
予防接種システム
母子管理システム 統合型GIS

保育料システム 家庭児童相談システム

児童手当システム 固定資産税GIS
児童扶養手当システム

マイナンバー連携システム

※新たに検討対象とするシステム

津市基幹情報システム等の概要

上下水道使用料システム
（水道料金等・下水道使用料等）

国民健康保険システム
（資格・賦課・給付）

国民年金システム
（国民年金・年金給付）

税
務
系

福
祉
系

総
合
福
祉
系

住
記
系

公
営
系

そ
の
他
※

総
合
住
民
系
シ
ス
テ
ム
群

住
民
情
報
系

総
合
住
民
系
シ
ス
テ
ム
群

内
部
情
報
系

内
部
情
報
系
シ
ス
テ
ム
群



津市公告第７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３０年５月２１日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３０年５月１７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一志町みのりヶ丘及び一志町八太地内（２－２工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市大黒田町３００番地 

  倉口開発株式会社 

  代表取締役 倉口 常雄 



津市公告第７４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３０年５月２１日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３０年５月１７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字東豊久野２９６１番１ほか８筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  四日市市小古曽町２８１２番地の１２６ 

  横内建設株式会社 

  代表取締役 横内 義徳 



津市公告第７５号 

平成３０年度津市職員採用試験前期日程（平成３１年度採用予定）を実施し

ます。 

平成３０年５月２５日 

 

                    津市長 前 葉 泰 幸  

 

 別紙のとおり 



１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

 

職

種 

採用

予定

人数 

受    験    資    格 

学 歴 等 生 年 月 日 等 

技 

術 

職

（土 

木
） 

三 

人 

程 

度 

⑴  次のすべての条件を満たす人  

ア 学校教育法による大学院・大学・短

期大学・高等専門学校・専修学校（専

門課程）・高等学校又はこれらに相当

すると市長が認める学校等を卒業（修

了）した人又は平成３１年３月卒業

（修了）見込み（ただし、高等学校の

卒業見込みを除く。）の人 

イ  上記アに掲げる学校等において土木

に係る専門課程を履修した人 

⑵  市長が⑴に掲げる人と同等の資格があ

ると認める人 

○ 大学院修了               

昭和６０年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和６２年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）卒 

平成元年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

平成３年４月２日以降出生の人 

保 

健 

師 

二 

人 

程 

度 

保健師免許を有する人又は平成３１年４

月までに有する見込みの人 

○ 昭和６２年４月２日以降出生の人 

すべての職種に共通する受験資格 

 地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号のいずれにも該当しない人で通勤可能な人 

 

２ 職務内容 

 

職  種  等  職  務  内  容 

技 術 職 （ 土 木 ） 土木事業に係る計画、設計、施工管理等に関する技術的業務 

保 健 師 乳幼児、妊産婦、成人等の保健指導業務等 

 

３ 受験手続等 

 

（１）受付期間・受付時間 

平成３０年６月１日（金）から平成３０年６月２７日（水）まで（土曜日・日曜日を除く。）の午

前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

 

（２）提出書類 

ア 津市職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。 

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、表面と裏面の上下を

同じ向きにして両面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及び表

面と裏面の上下を同じ向きで両面印刷していない場合は、受理できません。） 

※ 記入例を参考に正しく作成してください。 

※ 申込書は必ず受験者本人が直筆で記入してください。 

 



  

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm） 

※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参による申込みの場合

は、第１次試験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受

験者の郵便番号、住所及び氏名（敬称は「様」）を記入してください。 

 

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市職員採用試験申込書在中」と朱書きの上、必ず簡易

書留郵便により次の送付先まで送付してください。 

平成３０年６月２７日（水）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。 

 

 

 

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。 

平成３０年６月２７日（水）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。 

 

 

    ※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

 

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（又は返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがあります。これらによ

り生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には十分注意してく

ださい。 

 

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 

 

ウ 郵送による場合で平成３０年７月２日（月）までに受験票が届かないときは、津市総務部人事課

（電話番号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。 

 

エ インターネット、電子メール等による提出はできません。 

 

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。 

 

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 

 

４ 第１次試験 

 

（１） 試験科目 

教養試験及び専門試験 

 

（２）試験の内容 

    

試 験 科 目 試 験 の 内 容  

教 養 試 験 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断

推理、数的推理及び資料解釈に関する能力についての択一式に

よる筆記試験 

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて 

 【提出先】津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課（津市本庁舎７階） 



  

 

専門 

試験 

技 術 職 

（土 木） 

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理

学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土木

施工に関する択一式による筆記試験 

保 健 師 
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論

に関する択一式による筆記試験 

   ※ 教養試験及び専門試験（技術職（土木）に限る。）の問題は、高等学校卒業程度です。 

   ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

   ※ 上記試験科目の試験実施後、職場適応性検査も併せて実施予定です。 

 

（３）試験日 

平成３０年７月８日（日） 

 

（４）試験場所 

  津市本庁舎（津市西丸之内２３番１号） 

 

（５）結果発表 

   平成３０年７月２０日（金）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送すると

ともに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 

５ 第２次試験 

 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目・試験日 

試 験 科 目 試 験 日 （予定） 

口述試験（個人面接） 

実地試験（グループワーク）（予定） 

平成３０年７月３０日（月） 

又は 

平成３０年７月３１日（火） 

※ 詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（２）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。  

 

（３）結果発表 

   平成３０年８月中旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 

６ 第３次試験 

 

 第２次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目・試験日 

試 験 科 目 試 験 日 （予定） 

口述試験（個人面接） 

集団討議（予定） 
平成３０年８月中旬 

※ 詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

 



  

（２）試験場所 

第２次試験の結果発表の際に通知します。  

 

（３）その他 

   第３次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。 

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

 

７ 最終合格者発表 

 

平成３０年８月下旬に第３次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 

 

８ 合格から採用まで 

 

（１）最終合格者については、平成３１年４月１日に採用する予定です（当該採用日に勤務できな

いときは、採用されない場合があります。）。 

 

（２）上記（１）の最終合格者のほか、必要に応じて追加採用候補者を決定し、合格者の辞退があ

る場合や欠員が生じた場合等に合格者として繰り上げることがあります。 

   なお、当該繰上げを行う期間は、２０２０年３月３１日までとします。 

 

（３）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。 

 

（４）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。 

 

９ 採用後の給与等 

 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

※１ 上記の初任給は、新卒者等に係る平成３０年４月１日付けでの採用の場合の初任給であ

り、採用日までに給料の改定等があった場合は、当該改定等後の額となります。また、職務

経験等がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。 

※２ 上記の給与月額は、給料、地域手当（勤務地：津市）及び時間外勤務手当を含んでいま

す（１００円未満の金額については切り捨てで表記しています。）。また、時間外勤務手当に

ついては、平成２９年度１人当たりの平均時間外勤務時間数（１５時間程度）で算出してい

ます。 

なお、上記の給与以外に、期末・勤勉手当（平成２９年度実績４．４月分）が別途支給さ

れます。また、支給要件に応じて扶養手当、住居手当、通勤手当も支給されます。 

学     歴 初任給（給料）※１ 給与月額（見込）※２ 

大学院（修士課程）修了 １９２，７００円 ２２８，５００円 

大学卒 １７９，２００円 ２１２，５００円 

短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）卒 
１６２，７００円 １９２，９００円 

高等学校卒 １５１，５００円 １７９，７００円 



  

 

１０ 勤務条件等 

 
（１）勤務時間 

   原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は

正午から午後１時まで）です。ただし、勤務場所により異なる場合があります。 

 

（２）勤務場所 

   本庁、各総合支所、その他市の機関及び施設で勤務します。 

 

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務場所により異なる場合があります。 

 

（４）休暇等 

   年次有給休暇、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等）、病気休暇、介護休暇、

介護時間、育児休業及び部分休業等があります。 

 

（５）福利厚生 

  ア 健康診断 

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。 

 

  イ 健康保険等 

   三重県市町村職員共済組合等に加入し、医療に係る給付等が受けられます。 

 

  ウ レクリエーション等 

津市職員共済組合による庁内各種スポーツ大会等の事業等を実施しています。 

 

（６）人事・研修制度 

  ア 自己希望制度 

    職員の能力、適性、意向に沿った人事配置を行うために、異動希望の有無、希望する部課

等を申告する自己希望調書を毎年提出することができます。 

 

  イ プリセプター制度 

    市の業務内容や先輩との人間関係等について、新規採用職員が抱く不安等を軽減するため

の仕組みとして、採用されてから一定の期間、１人の新人に対して、１人の先輩職員が指

導者として担当し、心理的なサポートや職務遂行能力の指導・向上を図るプリセプター制

度を導入しています。 

   

ウ 研修制度 

    実務研修、職務実践研修など様々な研修を実施しています。 

 

１１ その他 

 

（１）条件付採用について 

採用後６か月の間は、地方公務員法第２２条第１項に基づき条件付の採用となり、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与等に変動はありません。）。 

 

（２）他の試験との併願について 

今後実施される他の津市職員採用試験等と併願が可能です。また、今回の試験結果は、今後



  

の採用試験の合否には一切影響することはありません。 

 

（３）問い合わせ 

   この試験の詳細については津市総務部人事課（津市本庁舎７階）までお問い合わせください。 

電話番号（０５９－２２９－３１０６） 



  

◎ 日本国籍を有しない人が津市職員採用試験を受験するに当たって 

 

日本国籍を有しない人の任用等について 

 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、事務職及び技術職への任用を行います。 

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。 

このことから、日本国籍を有しない人が津市職員(事務職及び技術職)となった場合には、次に掲

げるような「公権力の行使」に係る職務にたずさわることができません。 

日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参画」

にたずさわる職には、将来においても、任用されません。 

 

 

○ 「公権力の行使」に係る職務について 

  「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。 

１  市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を 

規制したり、権力的に規律したりする内容を含む業務 

２  公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容 

を含む業務 

３  市民等に対して強制力をもって執行する業務 

４  施設管理等に関する裁量権のある業務 

（「公権力の行使」に係る職務の具体例） 

※ 建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦

課、強制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用

許可などに係る業務 

                                      

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 

  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。 

したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。 

 

 

 



津市公告第７６号 

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第３７３条第７項の規定において、その例によることとされている

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条及び第９９条の規定に基づ

き公告します。 

  平成３０年５月２５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

別紙のとおり 



平成３０

別紙のとおり 別紙のとおり

（注）公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額又は買受申込価額をもって行います。

平成３０

平成３０ 年６月２１日 １０時００分 津市役所政策財務部収税課
の 決 定 の 場 所

年６月２１日 １７時００分

人となる資格がありません。

別紙のとおり

「津市インターネット公売ガイドライン」（津市役所政策財務部収税課備付）のとおり

差押財産を換価される滞納者（その依頼人を含む）及び税務職員並びに国税徴収法第１０８条第１項各号に該当する者は、買受

最 高 価 申 込 者

売 却 決 定 の 場 所

公　売　公　告　兼　見　積　価　額　公　告

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、その他公売財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、

平成３０年６月１８日　１３時００分 から　平成３０年６月２０日　２３時００分まで

公 売 保 証 金 の 納 付 の 期 限

公 売 の 場 所

公売参加申込期間

入 札 期 間

買 受 代 金 の

買 受 人 の 資 格

そ の 他 の 事 項

平成３０年５月２５日　１３時００分 から　平成３０年６月１１日　２３時００分まで

ヤフー株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

最 高 価 申 込 者 の 決 定 の 日 時

期間競り売り　（別紙に記載する売却区分ごとに売却する。）

売 却 決 定 の 日 時

公
売
日
時

公 売 の 方 法

津市役所政策財務部収税課

年６月１１日 ２３時００分

見 積 価 額

１４時３０分

売却決定の日の前日までに、その内容を申し出てください。

公 売 財 産 の 表 示

そ の 他 の 要 件

平成３０

納 付 の 期 限
年６月２８日

権 者 等 の 権 利 の 内 容 の 申 出
公 売 財 産 上 の 質 権 者 、 抵 当

公 売 保 証 金



売却区分 その他
番　　 号 事　項

名　　称　　、　　数　量　　、　　性　　質　　及　　び　　所　　在
公　売　財　産　上　の　賃　借　権　等　の　権　利　の　内　容

TN３０-０１ 別紙「公売財産概要書」のとおり

公 売 財 産 の 表 示 、 公 売 保 証 金 及 び 見 積 価 額

見積価額公売保証金



公告番号 TN30-01

品名 Ｈ２３年式　ワゴンＲスティングレー　２万１,４２８ｋｍ　車検切れ

数量 1

登録事項等証明 自動車登録番号　三重　５８３　＊　＊＊

書の記載内容 登録年月日　平成２３年９月８日

初度登録年月　平成２３年８月

自動車の種別　軽自動車

用途　乗用

自家用・事業用の別　自家用

車体の形状　箱型

車名　スズキ

型式　ＤＢＡ－ＭＨ２３Ｓ

乗車定員　４人

車両重量　８８０ｋｇ

車両総重量　１１００ｋｇ

車台番号　ＭＨ２３Ｓ－******

原動機の型式　Ｋ６Ａ

長さ　３３９ｃｍ

幅　１４７ｃｍ

高さ　１６７ｃｍ

総排気量　０.６５リットル

燃料の種類　ガソリン

前前軸重　５５０ｋｇ

後後軸重　３３０ｋｇ

自動車検査証有効期限　平成２８年８月３０日

型式指定番号　16169

類別区分番号　0032

公売財産概要書



特記事項 ■オートマチック

■ハンドル　右ハンドル

■車体の色　　黒

■走行距離　      ２１，４２８ｋｍ（車内メーターによる確認）

■引渡時保管場所　津市役所　芸濃総合支所　（三重県津市芸濃町椋本６１４１－１）

■引き渡し条件　車両及び装備は、代金納付時の現況有姿により引き渡します。

■瑕疵担保責任　執行機関は瑕疵担保責任を負いません。

■輸送および諸費用　執行機関は車両の輸送などを行いません。
　　　　　　　　　　　　　　　必要な場合は買受人が手配してください。
　　　　　　　　　　　　　　　移転手続きに必要な費用は買受人負担となります。

■返品交換　いかなる場合があっても、引き渡した財産の返品交換はできません。

■証書類 自動車検査証(有効期限切れ)、自賠責保険証明書（有効期限切れ）、リサ
イクル券、 車両取扱説明書

■鍵　２本　２本のうち、１本は電池が少なく、もう一本は電池がありません。

■車両等の状況

◆動作状況：ブースターケーブルを使用した場合のエンジン始動及び走行は確認し
ていますが、エンジン・各種計器等が正常に作動することは保証しません。

◆集中ドアロック、ライト、ウインカー、ブレーキランプ、パワーウインドウ等動作確認
済み

　◆ドアミラー動作確認済み

　◆ＡＭ/ＦＭラジオ、カーナビ確認済み

　◆搬出直前の保管状況：自宅駐車場（屋根なし）にて保管。

　◆外装：助手席側ヘッドライト上部のボンネットに傷、運転席側のドアに傷とサビ

　◆内装：ドア内部に汚れあり

　◆タイヤ　摩耗しています。

　◆ホイール　運転席側（右側）後輪ホイールに傷

　◆発煙筒：有効期限切れ

　◆バッテリーが非常に弱っています。

■注意事項

　自動車検査有効期限切れです。使用される場合は、買受人が自ら新規検査及

　び新規登録の手続きを行う必要があります。また、記載事項は、正確な内容を

　保証するためのものではなく、全ての車両状況を確認しているものではありません。

見積価額 １７４，０００円

公売保証金 １８，０００円



津市公告第７７号 

地方自治法第２６０条の３８第１項の規定により、認可地縁団体が所有する

不動産の所有権の保存に関する申請を相当と認め、同条第２項の規定により、

次のとおり公告します。 

  平成３０年５月２５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地 

名 称 南出自治会 

区 域 

津市白山町南出字臼杵谷、字西出、字上平尾（グリーンタ

ウンを除く。）、字中瀬古、字縄手、字福社、字丸岡、字

下出、字高戸、字西兵司（大発苑を除く。）、字東兵司、 

字権現前、字南浦、字門田、字川北、字宮ノ腰、字姥ヶ谷、

字池ノ谷、字山尾田、字広垣内並びに白山町二本木字不り

た２７５９番地１及び白山町二本木字宮ノ下４５７３番地

１の区域 

主たる事務

所の所在地 
津市白山町南出２９６番地１ 

２ 申請不動産に関する事項（土地） 

地 目 面 積 所 在 地 

宅地 ２５１．２３㎡ 津市白山町南出字下出２９８番 

ため池 ５，７０９㎡ 津市白山町南出字池ノ谷７９４番 

３ 申請事項に関し異議申出ができる者 

  申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 

  申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 

  申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

４ 異議申出の期間 

  平成３０年５月２５日から平成３０年８月２５日まで 

５ 異議申出の方法 

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書及び当該申請書に記載する書類

で異議申出ができる者であることを証するものを添付して提出 



【担当課（問い合わせ先）】 

津市市民部地域連携課対話連携担当 

〒５１４－８６１１ 

三重県津市西丸之内２３番１号 

電話番号 ０５９－２２９－３１１０ 

ファクス ０５９－２２９－３３６６ 



 

 

津市公告第７８号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成３０年５月２８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前９時００分

2,630,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　３箇所

表層　４６m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

高茶屋四丁目ほか２町地内狭あい道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 高茶屋四丁目ほか２町

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430052801

平成30年9月14日

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　５１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度南狭道補第２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前９時２０分

4,992,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　２箇所

表層　１０８ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

笠取団地第１号線及び半田第４０号線道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 半田

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430052802

平成30年9月21日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　７０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度北道維環第１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前９時４０分

7,406,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　２箇所

路側防護柵工　４８ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

白山町川口地内道路修繕工事

表層　４１７ｍ2

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 白山町川口

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430052803

一志

平成30年9月28日

久居

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

白山

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　８１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度南道維第５号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430052804

一志

平成30年10月12日

久居

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　１４０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度南狭道補第１号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　４箇所

表層　２８８ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

牧町地内狭あい道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 牧町

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前９時５０分

8,015,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430052805

安濃

平成30年8月10日

安芸

舗装

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

芸濃・河芸・美里

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

下層路盤　１，０２０ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度北子推第１号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｃ・Ｂ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

安芸

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

(仮称)芸濃こども園臨時駐車場整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 芸濃町椋本

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前１０時００分

2,281,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430052806

白山

平成30年8月31日

久居

舗装

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　１５６ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度南狭道補第３号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｃ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

側溝工　１３ｍ

集水桝・マンホール工　１箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

久居新町ほか２町地内狭あい道路整備（舗装）工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居新町ほか２町

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前１０時１０分

2,403,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430052807

河芸・芸濃・美里

安濃

平成31年1月18日

安芸

舗装

所在地要件

まで

建設整備課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居・一志・白山・美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　４４ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度建整特補第５号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｂ・Ａ

Ｂ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｂ・Ａ

【地区】安芸

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

レンガ・タイル系舗装工　９１ｍ2

視覚障がい者誘導用ブロック工　５７ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

久居駅前広場整備（舗装）工事

サイン施設工　２基

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居新町

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前１０時２０分

11,422,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430052808

平成30年9月7日

解体(経過措置が適用される場合は、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ）

所在地要件

まで

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

※上記に係る解体工事　一式

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

解体

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度営香地第１５号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

Ａ１・Ａ２

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

　旧事務所棟

　　鉄骨造平家建　延面積４８ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

香良洲エコ・ステーション旧事務所棟解体工事

　外構、構内整備

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

技術者要件

津市 香良洲町

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前１０時３０分

5,067,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去１０年間（平成２０年度以降）に施工が完了した官公庁等元請又は下請実績で以下の
とおり
とび・土工・コンクリート工事等で発注された解体工事等（建築一式工事等に含まれるもの
を除く）

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430052809

平成30年9月28日

塗装

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

溶融式カラー舗装　１８９ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度南交安第１号

【地区】

【地区】

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

本公告の日から まで

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

前 金 払

必着平成30年6月8日

無

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

発注業種

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

溶融式区画線　６１０ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

参加資格
に関する
事 項

西鷹跡庄田線及び羽野１８号線交通安全施設（塗装）整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 戸木町

Ａ１・Ａ２

その他要件

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前１０時５０分

3,124,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去１０年間（平成２０年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
塗装工事で発注された路面標示・ライン設置工事等(舗装工事等に含まれるものを除く）

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件



円　（税抜き）

430052810

河芸・芸濃・美里・安濃

平成30年9月28日

安芸

管

所在地要件

まで

下水道総務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

久居・一志・白山・美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

合併浄化槽設置

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度下総浄補第１号

【地区】

【地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月8日

販 売 店

入 札 方 法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月8日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｂ・Ａ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ・Ａ

【地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年5月28日

　４５人槽（ポンプ槽付）　１基

※上記に係る機械設備工事　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

久居藤ヶ丘町地内市営浄化槽設置工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

特例浄化槽工事業者であること

技術者要件

津市 久居藤ヶ丘町

平成30年5月31日

平成30年6月5日

まで

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月8日

平成30年6月13日 午前１１時００分

7,098,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430052811

平成30年10月16日

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　１０１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度南道維第４号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月15日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月15日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　９箇所

表層　３２８ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

雲出伊倉津町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 雲出伊倉津町

平成30年6月6日

平成30年6月11日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

平成30年6月20日 午前９時００分

10,320,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

平成30年6月20日 午前９時２０分

10,599,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　１３箇所

表層　２９８ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

中央及び南丸之内地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 中央及び南丸之内

平成30年6月6日

平成30年6月11日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成30年6月15日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月15日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430052812

平成30年11月2日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　１９２ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度北道維第５号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

平成30年6月20日 午前９時４０分

14,566,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

集水桝・マンホール工　３箇所

表層　４２４ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

栗真町屋町及び栗真小川町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 栗真町屋町及び栗真小川町

平成30年6月6日

平成30年6月11日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成30年6月15日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月15日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430052813

平成30年11月9日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　１８０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度北道維第７号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

建設整備課

平成２９年度建整公園補第８号

津・香良洲

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成30年6月11日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年10月19日契約締結の日から

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

工 期

430052814　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

築堤盛土　２1，０００ｍ3

津市 香良洲町 地内

香良洲高台防災公園整備（造成）工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成30年5月28日

【地区】

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成30年6月6日

参加資格
に関する
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格付要件

その他要件

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

本公告の日から

平成30年6月20日 午前１０時００分

33,448,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年6月15日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成30年6月15日

無

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ｂ・Ａ２

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

平成30年6月20日 午前１０時２０分

16,453,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

切削オーバーレイ工　１，５３０ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

白山第２処理分区公共下水道工事に伴う舗装復旧工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 白山町川口

平成30年6月6日

平成30年6月11日

まで

参加資格
に関する
事 項

Ａ

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

必着平成30年6月15日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月15日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430052815

平成30年10月5日

舗装

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層  １，３０８ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度下建公補第１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430052816

平成30年9月28日

管

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市立桃園小学校

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度下建教総生学第１号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年6月15日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年6月15日

無

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

　管布設工(管径１００ｍｍ 硬質塩化ビニル管)　４７m

　ます設置工(ます径２００ｍｍ 塩化ビニル製)　７箇所

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

Ａ

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年5月28日

　管布設工(管径１００～１５０ｍｍ 硬質塩化ビニル管)　１２３．７ｍ

　ます設置工(ます径３００ｍｍ 塩化ビニル製)　１２箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市立桃園小学校及び桃園放課後児童クラブ公共下水道管接続工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市下水道排水設備指定工事店であること

技術者要件

津市 新家町

平成30年6月6日

平成30年6月11日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

平成30年6月20日 午前１０時４０分

16,622,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

桃園放課後児童クラブ

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】

Ａ

主任(監理)技術者

市内本店

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

本公告の日から

平成30年6月20日 午前１０時５０分

34,133,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年6月15日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

建築工事が本契約に至らなかったときは、当該契約を締結しないことがあります。

必着平成30年6月15日

無部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成30年6月6日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

430052817　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 半田 地内

（仮称）津市津南防災コミュニティセンター機械設備工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成30年5月28日

　鉄骨造平家建　延面積７３０ｍ2

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

２級管工事施工管理技士又は同等以上の者（専任配置）

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

・本件にかかる平成２９年度営危管補第７５号（仮称）津市津南防災コミュニティセンター

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成２９年度営危管補第８２号

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成30年6月11日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成31年2月13日

※上記に係る機械設備工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件



円　（税抜き）

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】

Ａ

主任(監理)技術者

市内本店

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

本公告の日から

平成30年6月20日 午前１１時００分

44,061,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年6月15日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

なかったときは、当該契約を締結しないことがあります。

必着平成30年6月15日

無部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成30年6月6日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

430052818　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 雲出本郷町 地内

津市久居消防署南分署機械設備工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成30年5月28日

　鉄骨造２階建　延面積８７１ｍ2

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

２級管工事施工管理技士又は同等以上の者（専任配置）

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

・本件にかかる平成３０年度営消総第１号津市久居消防署南分署建築工事が本契約に至ら

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成３０年度営消総第１７号

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成30年6月11日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成31年2月28日

※上記に係る機械設備工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件



円　（税抜き）

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】

Ａ１

主任(監理)技術者

市内本店

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

本公告の日から

平成30年6月20日 午前１１時１０分

36,521,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年6月15日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

建築工事が本契約に至らなかったときは、当該契約を締結しないことがあります。

必着平成30年6月15日

無部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成30年6月6日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

430052819　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 半田 地内

（仮称）津市津南防災コミュニティセンター電気設備工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成30年5月28日

　鉄骨造平家建　延面積７３０ｍ2

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

電気

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

２級電気工事施工管理技士又は同等以上の者（専任配置）

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

・本件にかかる平成２９年度営危管補第７５号（仮称）津市津南防災コミュニティセンター

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成２９年度営危管補第８１号

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成30年6月11日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成31年2月13日

※上記に係る電気設備工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件



円　（税抜き）

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】

Ａ１

主任(監理)技術者

市内本店

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

本公告の日から

平成30年6月20日 午前１１時２０分

61,651,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年6月15日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

なかったときは、当該契約を締結しないことがあります。

必着平成30年6月15日

無部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成30年6月6日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

430052820　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 雲出本郷町 地内

津市久居消防署南分署電気設備工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成30年5月28日

   鉄骨造２階建　延面積８７１ｍ2

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

電気

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

・本件にかかる平成３０年度営消総第１号津市久居消防署南分署建築工事が本契約に至ら

・格付要件については、「平成２９年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成３０年度営消総第１６号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成30年6月11日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成31年2月28日

 ※上記に係る電気設備工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件



円　（税抜き）

主任(監理)技術者

三重県内本店又は支店等

建設業許可

過去１０年間（平成２０年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
しゅんせつ工事で発注された浚渫船を使用した漁港・港湾等のしゅんせつ工事で浚渫量
が１５，２００m３以上

【格付】

【格付】【地区】

その他

本公告の日から 平成30年6月15日

本公告の日から

平成30年6月20日 午前１１時３０分

79,776,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年6月15日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成30年6月15日

無部 分 払

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

（審査基準日：平成２７年１０月１日～平成２８年９月３０日）

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

なし

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成30年6月6日

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

しゅんせつ

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

工 期

430052821　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

グラブ浚渫工　１８，８７７ｍ3

津市 香良洲町 地内

香良洲漁港泊地浚渫工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成30年5月28日

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

まで

水産振興室

平成３０年度水振補第１号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成30年6月11日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年10月31日契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件



津市公告第７９号 

次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

平成３０年５月２８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 入札に付する事項 

  件名 市有財産売却に係る一般競争入札 

  売却物件の概要 

物件

番号

及び

区分

番号 

物件 

の 

種類 

物件の所在 地目 地積 備考 

１ 土地 
津市豊が丘一丁目３３

４０番２０９ 
雑種地 808 ㎡ 

市街化調整

区域 

２ 土地 
津市豊が丘五丁目２３

８６番３３４ 
雑種地 500 ㎡ 

市街化調整

区域 

３ 土地 
津市河芸町上野字鐘鋳

場３３３９番１３８ 
宅地 256.52 ㎡ 

市街化調整

区域 

４ 

土地 
津市香良洲町字新開地

６４９４番１ 
畑 2762 ㎡ 市街化区域 

土地 
津市香良洲町字新開地

６２８５番５ 
井溝 97 ㎡ 市街化区域 

土地 
津市香良洲町字新開地

６２８６番６ 
畑 644 ㎡ 市街化区域 

２ 入札参加の資格 

入札に参加できる者は、個人及び法人とし、次に該当する者は、入札に参

加できません。 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法

の規定による特別区民税を含みます。以下同じ。）、固定資産税・都市計

画税及び軽自動車税を滞納している者 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する一般職及

び特別職（同条第３項第１号から第２号までに該当する者に限ります。）

に属する津市職員 



  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又

は第２項各号に該当すると認められる者 

  津市が定める津市インターネット公有財産売却ガイドライン及びヤフオ

ク！に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者 

  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者（以下「暴力団員」と

いいます。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等

（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいいます。）

である法人 

  当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団（以下「暴力団」といいます。）の事務所その他これ

に類するものの用に供しようとする者 

  暴力団員がその経営に実質的に関与している法人 

  自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を

加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者 

  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与する

など、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与して

いる者 

  暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者 

  暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用してい

る者 

  ２０歳未満の者 

  日本語が理解できない者 

  日本国内に住所及び連絡先がない者 

３ 入札参加申込み 

  入札参加仮申込み 

ア 仮申込期間 

平成３０年５月２８日（月）午後１時から平成３０年６月１４日（木）

午後２時まで 

イ 仮申込みの方法 

ヤフオク！の提供するインターネット公有財産売却システム（以下

「売却システム」といいます。）から行ってください。 



  入札参加申込み（本申込み） 

ア 申込期間 

平成３０年５月２８日（月）午後１時から平成３０年６月１４日（木）

午後２時まで 

イ 申込みの方法 

仮申込みを行った後、次の書類を津市政策財務部財産管理課へ提出し

てください。 

  入札参加申込みに伴う提出書類 

ア 公有財産売却入札等参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依

頼書（以下「申込書」といいます。） 

津市ホームページから所定の様式を出力し、実印を押印してください。 

イ 住民票の写し（法人の場合は、商業登記簿謄本） 

ウ 印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書） 

エ 市町村税完納証明書 

完納証明書を発行していない市区町村の場合は、以下の証明書で該当

する全てのものについて、それぞれ直近２年度分を提出してください。 

(ｱ) 市町村民税の納税証明書又は非課税証明書 

(ｲ) 固定資産税・都市計画税の納税証明書又は非課税証明書 

(ｳ) 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書 

オ 委任状（代理人により入札に参加する場合のみ） 

代理人により入札に参加する場合は、受任者及び委任者のイ及びウが

必要になります。 

カ 共同入札等申出書（一つの不動産を複数の者で共有する目的で入札参

加する場合のみ） 

※ 提出書類のうち、イ、ウ及びエについては、いずれも申込日において、

発行後３か月以内のものに限ります。 

複数物件を申し込まれる場合は、提出書類ア、オ及びカについては物

件ごとに１部提出してください。イ、ウ及びエについては、１部のみ提

出してください。 

不動産を共同入札する場合は、共同入札者全員のイ、ウ及びエを提出

してください。 

一度提出した書類については、理由にかかわらず一切返却できません。 

  入札参加申込みに当たっての留意事項 



ア 物件については、現状での引渡しとなります。現状とは、「物件の現

在における状況の姿のまま」との意味であり、その状況を承知の上で入

札してください。 

イ 土地（土地に建物が存する場合は、建物を含みます。）の入札参加申

込みに当たっては、購入者において関係公簿などの閲覧により十分に調

査を行い、必ず現地を事前に確認してください。 

ウ 買い受けた土地に建物を建築できるか否かについては、購入者が関係

機関に確認を行うものとします。 

また、進入路、敷地出入口などの加工は、購入者が関係機関に確認の

上、建築基準法、都市計画法及び道路法などの関係法令に従い、購入者

の負担により行うこととなります。 

エ 落札後の契約及び所有権移転登記は、原則として、申込書に記載され

た申込者及び共同入札等申出書に記載された共有者の名義で行います。 

オ 共有する目的で申込みをされる場合、共同入札者全員が、入札参加の

資格を有することが必要です。 

カ 入札参加申込物件の変更及び取下げは、申込みの受付期間内に限って

行うことができます。 

キ 申込関係書類の提出は、郵送（書留等の記録が残る方法で送付してく

ださい。）又は直接持参にて行ってください。電話（ファックスを含み

ます。）等による申込受付は行いません。 

ク 入札参加申込手続が完了したときは、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で

認証されたメールアドレスに、「本申込完了」に係る電子メールを送信

します。 

４ 物件見学会 

物件に係る現地説明会等は開催しません。 

なお、物件の敷地等を随時見ていただくことは可能です。 

５ 予定価格（最低入札価格）と入札保証金 

  予定価格と入札保証金の額は次のとおりです。 

物件番号 

及び 

区分番号 

物件所在地 
予定価格 

（最低入札価格）

入札保証金 

の額 

１ 
津市豊が丘一丁目３３４

０番２０９ 
12,684,480 円 1,268,448 円 



２ 
津市豊が丘五丁目２３８

６番３３４ 
10,539,120 円 1,053,912 円 

３ 
津市河芸町上野字鐘鋳場

３３３９番１３８ 
3,952,900 円 395,290 円 

４ 

津市香良洲町字新開地６

４９４番１ 

25,807,880 円 2,580,788 円 
津市香良洲町字新開地６

２８５番５ 

津市香良洲町字新開地６

２８６番６ 

  入札参加希望者は、入札保証金として、上表の右欄に掲げる金額を入札

開始３開庁日前（平成３０年６月２５日（月））までに、津市が指定する

金融機関の口座に納付してください。口座番号等については、入札参加仮

申込手続を津市が確認した後、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で認証された

メールアドレスに電子メールでお知らせします。 

  入札保証金は、入札の終了後に所定の手続を経て、申込書にて指定され

た口座への振込みにより返金します。ただし、落札者については、契約保

証金へ充当します。 

  入札保証金には、納入から返金までの期間に係る利息は付しません。 

  落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、入札保証

金（契約保証金）は、津市に帰属することとなります。 

６ 入札及び開札 

  入札期間 

平成３０年６月２８日（木）午後１時から平成３０年７月５日（木）午

後１時まで 

  開札 

平成３０年７月５日（木）午後１時以降に行います。 

  入札方法 

売却システムから入札価格を登録（一度のみ可能）することにより入札

を行います。 

入札価格の登録は、予定価格（最低入札価格）以上の額で行わなければ

なりません。 

  入札をなかったものとする取扱い 

入札参加の資格を満たさない者が行った入札について、当該入札を取り

消し、当該入札がなかったものとして取り扱うことがあります。 



  入札の中止等 

不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される

場合又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札

を中止することがあります。 

７ 落札者の決定 

  売却システムでの入札において、津市が定める予定価格以上の最高の価

格の入札者をもって落札者と決定します。 

  落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、売却シス

テムにおける自動抽選で落札者を決定します。 

  落札者には、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で認証されたメールアドレス

に落札者として決定された旨の電子メールを送信します。 

  入札参加の資格を満たさない者が落札した場合又は入札金額の入力間違

いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、

物件の所有権は落札者に移転しません。 

８ 契約に付す条件 

落札者に対しては、契約において次の条件を付します。 

  用途制限 

落札者が、落札した物件を次の用途に供した場合は、津市は当該物件を

買戻しすることがあります。 

この場合、利息を付さずに契約金額で買戻しするものとします。 

ア 暴力団の事務所の用途 

イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法

律第１４７号）第４条第１項に規定する無差別大量殺人行為に係る用途 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項に規定する

接待飲食等営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これ

らに類する業に係る用途 

  契約の解除 

津市は、買受人が次のいずれかに該当するときは、契約を解除する場合

があります。 

ア 買受人又は買受人の役員等（法人の場合にあっては非常勤を含む役員、

支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営

に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者



及び経営に実質的に関与している者を、個人事業主にあってはその者及

びその者の支配人をいいます。以下同じ。）が次に掲げる者であると認

められるとき。 

(ｱ) 暴力団員 

(ｲ) 暴力団関係者（暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景

として暴力的不法行為等を行う者をいいます。） 

イ 買受人の経営又は運営に暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力

団員等」といいます。）が実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 買受人又は買受人の役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又

は個人をいいます。）と知りながら、これを不当に利用したと認められ

るとき。 

エ 買受人又は買受人の役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

オ 買受人又は買受人の役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係若

しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 買受人が市町村民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税を滞納

していると認められるとき。 

キ この契約に定める義務を履行しないとき。 

  買受人は、 の定めによる契約の解除により損害を受けた場合において

も、津市に対してその補償を請求できません。 

  買受人は、 の定めにより、津市が契約を解除したときは、買受人の負

担で、物件を現状に回復して津市の指定する期日までに返還しなければな

りません。ただし、津市が特に認める場合はこの限りではありません。 

９ 契約 

  契約の締結 

落札者決定後、落札者は津市と契約を締結します。 

  契約書等の提出書類 

ア 契約書 

津市から２部送付しますので、２部ともに記名・押印を行い、１部の

みに収入印紙を貼付の上、２部とも平成３０年７月２５日（水）午後５



時１５分までに提出してください。津市による記名・押印後、１部を落

札者へ返送します。契約は、津市が、落札者より返送された契約書に記

名・押印したとき確定します。 

イ 契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書 

ウ 市町村が発行する身分証明書（法人の場合は不要） 

エ 所有権移転登記嘱託請求書 

オ 登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）に定める登録免許税相当分

の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書 

登録免許税額は次のとおりです。 

物件番号 

及び 

区分番号 

物件所在地 
登録免許 

税額 

１ 津市豊が丘一丁目３３４０番２０９ 234,500 円 

２ 津市豊が丘五丁目２３８６番３３４ 145,100 円 

３ 津市河芸町上野字鐘鋳場３３３９番１３８ 71,100 円 

４ 

津市香良洲町字新開地６４９４番１ 

214,600 円 津市香良洲町字新開地６２８５番５ 

津市香良洲町字新開地６２８６番６ 

※ 提出書類のうち、イ及びエについては、津市ホームページから印刷で

きます。 

  契約保証金 

ア 落札者から提出された契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書に

基づき、入札保証金の全額を契約保証金に充当し、その後、契約保証金

の全額を売却代金に充当します。 

イ 契約者が売却代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、契

約を解除した場合は、契約保証金は津市に帰属します。 

10 売却代金の支払期限等 

売却代金（売却代金から契約保証金を差し引いた残額）は、平成３０年７

月２７日（金）午後５時１５分までに、次の方法のいずれかで津市へ納付し

なければなりません。 

  津市が用意する納付書による津市が指定する金融機関窓口からの納付 

  津市が指定する金融機関の口座への振込みによる納付 

  現金の直接持参（持参したその日に納入手続を行いますので、開庁日の



午後２時までに、津市政策財務部財産管理課へ持参してください。） 

11 所有権の移転・引渡し等 

  売却代金の全額納付があった時に所有権が移転するものとし、移転完了

後に物件を引き渡すものとします。 

  物件は、現状のまま引き渡すものとし、契約締結後に瑕疵が発見された

場合も、津市は一切の責任を負いません。 

  物件の所有権の移転登記は津市が行いますが、所有権の移転登記に必要

な登録免許税額（収入印紙）は、落札者の負担となります。 

  物件を津市の許可なく第三者が占有している場合は、買受人が解決を図

るものとします。 

12 契約費用及び公租公課等 

次に掲げる費用については、すべて買受人の負担となります。 

  契約書に貼付する収入印紙（印紙税法の規定に基づき、契約金額により

変動します。） 

  物件引渡しに要する費用 

  所有権の移転登記に必要な登録免許税等 

  所有権移転後の公租公課 

  物件引渡し後に必要となる費用 

  その他契約に要する費用 

13 その他 

  入札に参加しようとする方は、記載された事項について熟知しておいて

ください。 

  買い受けた土地に建物を建築するに当たっては、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）等による

指導がなされる場合がありますので、あらかじめ関係機関で確認してくだ

さい。 

問い合わせ先 

津市政策財務部財産管理課財産活用担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１２６ 



津市公告第８０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３０年５月２８日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３０年５月２４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居藤ヶ丘町字藤谷２５９８番３、２５９８番４の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市長岡町７５０番地４２ 

  木平 健太郎 



津市公告第８１号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  平成３０年５月２８日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 抑留日  平成３０年５月１８日 

２ 抑留期間 平成３０年５月２８日まで 

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

津市美里町北長野 雑種 
クリー

ム 
雄 中 

９１日

以上 
 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話 ０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所 衛生指導課 

        電話 ０５９－２２３－５１１２ 

 

 

 



津市教育委員会告示第８号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  平成３０年５月２４日 

 

      津市教育委員会教育長 倉 田 幸 則   

 

１ 招集の日時  

平成３０年５月２８日（月） 午後４時から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎４階 教育委員会室 

３ 会議の事件  

⑴ 津市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等に関する規則の

一部の改正について 

⑵ 平成３０年度津市一般会計補正予算（第１号）＜教委所管分＞について 

⑶ 工事請負契約について（津市立藤水小学校大規模改造（第二期）工事） 

⑷ 工事請負契約について（津市立新町小学校大規模改造（第三期）工事） 

⑸ 工事請負契約について（津市立南郊中学校大規模改造（第二期）工事） 

⑹ 工事請負契約について（津市立久居中学校大規模改造（第一期）工事） 

⑺ 工事請負契約について（津市立西が丘小学校大規模改造（第一期）工

事） 

⑻ 津市通学区域審議会委員の一部委嘱替え等について 

⑼ 津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

の改正について 

⑽ 津市青少年問題協議会委員の一部委嘱替えについて 

 

 



 

 

津市農業委員会告示第２号 

  平成３０年度津市農業委員会定期総会を次のとおり招集する。 

    平成３０年５月２２日 

 

                               津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

 

１ 招集の日時 

  平成３０年５月３０日（水）午後２時３０分 

２ 招集の場所 

  津市水道局庁舎２階 大会議室 

３ 会議の事項 

⑴ 平成２９年度事業報告について 

⑵ 平成３０年度事業計画（案）について 

⑶ その他 
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